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説

第
一
節
わ
が
国
に
お
け
る
集
合
物
概
念

第
二
節
ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
合
物
概
念

第

三

節

小

括

(

以

上

、

本

号

)

第
三
章
ド
イ
ツ
の
集
合
財
産
担
保

第
四
章
日
本
の
集
合
財
産
担
保

む
す
ぴ

論

第
一
章

問
題
の
所
在

序

最
近
、

一
つ
の
物
だ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
物
を
同
時
に
か
っ
一
体
と
し
て
担
保
に
と
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
小
売
庖
が
そ
の
商
品
群
を
一
括
し
て
集
合
物
と
し
て
担
保
に
提
供
し
、

そ
の
見
返
り
に
営
業
資
金
の
借
入
を
行
な
う
集

合
動
産
譲
渡
担
保
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
抵
当
権
の
場
合
や
工
場
財
団
抵
当
、

さ
ら
に
企
業
担
保
な
ど
も
、
複
数
の
物
を
同
時
に

か
っ
一
体
と
し
て
担
保
化
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
抵
当
権
の
場
合
に
は
、
本
来
的
な
抵
当
日
的
物
で
あ
る
不
動
産
以
外
に
、

の
不
動
産
上
の
従
物
で
あ
る
動
産
へ
抵
当
権
の
効
力
が
拡
張
さ
れ
て
お
り
、

工
場
財
団
抵
当
の
場
合
は
、

工
場
を
構
成
す
る
建
物
や
土
地
を

機
械
器
具
な
ど
を
含
め
て
一
括
し
、

一
個
の
不
動
産
と
し
て
の
工
場
財
団
を
構
成
し
た
上
で
、
こ
の
工
場
財
団
自
体
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
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括
し
て
企
業
担
保
権
の
客
体
と
な
っ
て
い
る
。

工
場
だ
け
で
な
く
企
業
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
財
産
が
一

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
担
保
に
よ
る
場
合
に
は
、
担
保
目
的
物
が
包
括
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
企
業
担
保
の
場
合
に
は
、

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
l
)
 

こ
の
よ
う
な
一
つ
の
担
保
手
段
で
で
き
る
限
り
多
く
の
客
体
を
ま
と
め
て
押
さ
え
よ
う
と
す
る
「
担
保
目
的
物
の
包
括
化
」
と
い
う
現
象

そ
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て
い
る
の
か
。
本
論
文
は
、
こ

に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
法
的
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、

れ
ら
の
法
的
問
題
を
取
り
扱
う
。

本
章
で
は
、
右
の
問
題
を
め
ぐ
る
状
況
や
従
来
の
議
論
を
整
理
し
、
問
題
の
検
討
の
た
め
に
用
い
る
素
材
の
範
囲
、

お
よ
び
、
検
討
の
順

序
に
つ
い
て
述
べ
る
。

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

第
一
節

問
題
の
所
在
と
論
文
の
ね
ら
い

集
合
動
産
譲
渡
担
保
、
抵
当
権
、

工
場
財
団
抵
当
、
企
業
担
保
な
ど
の
「
担
保
目
的
物
の
包
括
化
」
と
い
う
法
的
現
象
で
は
、

複
数
の
財
産
客
体
が
何
ら
か
の
形
で
一
括
し
て
単
一
の
担
保
権
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
「
集
合

(
2
)
 

財
産
担
保
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
ず
れ
も

不
動
産
担
保
の
分
野
で
は
、
抵
当
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
の
問
題
が
長
年
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
抵
当
権
の
性
質
、
す
な
わ
ち

価
値
権
と
し
て
の
性
質
や
不
動
産
を
対
象
と
す
る
権
利
で
あ
る
こ
と
、
と
実
際
の
問
題
解
決
の
妥
当
性
の
観
点
か
ら
、
抵
当
権
設
定
時
の
従

物
だ
け
に
限
ら
ず
、

そ
の
後
に
抵
当
不
動
産
上
に
持
ち
込
ま
れ
た
従
物
を
も
抵
当
権
の
効
力
の
範
囲
に
と
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

逆
に
、
抵
当
権
設
定
後
実
行
ま
で
の
聞
に
抵
当
不
動
産
上
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
動
産
に
つ
い
て
も
で
き
る
か
ぎ
り
抵
当
権
の
効
力
を
及
ぼ
そ
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説

一
貫
し
て
抵
当
権
の
効
力
は
強
化
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
抵
当
権
の
効
力
を

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

強
化
す
る
根
拠
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
他
方
で
、
抵
当
権
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
権
者

号品
開聞

の
処
分
権
限
を
制
約
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
さ
ら
に
、
従
物
に
つ
い
て
個
別
の
権
利
を
有
し
て
い
る
第
三
者
の
法
的
立
場
は
ど
の
よ

う
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
従
来
の
議
論
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
て
き
た
。

気
」
戸
り
円
い
、

工
場
や
産
業
施
設
と
い
っ
た
も
の
に
視
点
を
移
せ
ば
、
財
団
担
保
に
よ
る
包
括
化
が
す
で
に
立
法
に
よ
り
達
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
企
業
体
そ
の
も
の
を
担
保
の
対
象
と
す
る
企
業
担
保
も
立
法
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
立
法
の
背
後
に
は
、
「
財
団
抵
当
」
か
ら
「
企

へ
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
目
的
物
の
範
囲
の
拡
大
な
い
し
そ
れ
を
越
え
て
企
業
自
体
の
担
保
化
を
目
指

(3) 

す
方
向
を
是
と
す
る
考
え
方
が
従
来
か
ら
存
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
担
保
」

動
産
担
保
の
分
野
で
は
、

い
わ
ゆ
る
「
集
合
物
」
譲
渡
担
保
な
い
し
集
合
物
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、

や
は
り
、
集
合

物
概
念
を
認
め
て
、
多
数
の
動
産
を
一
括
し
て
担
保
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
庫
商
品
の
譲
渡
担
保
の
効
力
を
強
化
し
て
き
た
。
そ
の
理

由
は
、
商
品
を
個
々
に
捉
え
る
よ
り
も
全
体
と
し
て
捉
え
た
方
が
担
保
価
値
が
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
個
別
の
商
品
ご
と
に
し
か

譲
渡
担
保
が
行
な
え
な
い
と
す
る
と
、
目
的
物
が
在
庫
商
品
で
あ
る
が
故
に
生
じ
る
商
品
の
出
入
り
の
度
に
譲
渡
担
保
の
解
除
と
設
定
を
繰

り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
非
常
に
煩
頑
と
な
る
が
、
全
体
に
つ
い
て
譲
渡
担
保
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
と
、
こ
の
手
続
的
な
複
雑
さ
を

解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
目
的
物
で
あ
る
商
品
が
日
々
出
入
り
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
設
定
者
に
保
証
し
、

ま
た
、
逆
に
譲
渡
担
保
権
者
に
ど
の
よ
う
に
実
効
あ
る
担
保
を
保
証
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
従
来
の
議
論
は
、
設
定
者
と

譲
渡
担
保
権
者
、

さ
ら
に
一
般
債
権
者
の
利
害
の
調
整
と
い
う
視
点
ゃ
、
集
合
動
産
の
持
つ
常
に
流
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
性
質

の
点
か
ら
、
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。

」
の
よ
う
に
、
従
来
か
ら
、
抵
当
権

「
集
合
物
」
譲
渡
担
保
・
財
団
抵
当
な
ど
の
担
保
手
段
ご
と
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も

北法45(4・54)582



い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
複
数
の
財
産
客
体
を
一
括
し
て
取
り
扱
う
た
め
の
法
的
根
拠
の
点
と
、
当
初
の
目
的
物
と
現
在
の
目
的
物
と
の
聞
に

(
4
)
 

生
じ
た
変
動
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
と
い
う
変
動
す
る
目
的
物
へ
の
担
保
の
効
力
の
点
が
問
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
従
来
の
議
論
は
、
担
保
手
段
を
相
互
に
比
較
す
る
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
担
保
目
的
物
の
包
括
化
と
い
う

現
象
か
ら
生
じ
る
類
似
し
た
局
面
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
保
手
段
が
ど
の
よ
う
な
効
力
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
は
、
ほ

(
5
)
 

と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
文
は
、
担
保
手
段
の
違
い
を
超
え
て
、
総
合
的
に
担
保
の
効
力
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
担
保

権
の
効
力
の
及
ん
で
い
る
も
の
が
そ
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
か
ら
離
脱
す
る
「
分
離
」

の
局
面
と
、
逆
に
、
当
初
そ
の
効
力
の
及
ん
で
い
な
か

っ
た
も
の
が
そ
の
効
力
範
囲
に
加
わ
る
「
附
加
」
の
局
面
と
い
う
二
つ
の
局
面
を
と
り
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
検
討
に
よ
っ
て
、
諸
制
度
聞

の
効
力
の
相
違
が
明
確
に
現
れ
、
か
っ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
法
思
想
に
基
づ
く
の
か
が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る。

集合財産担保に関する基礎的考察(一)

で
は
、
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
基
づ
く
担
保
権
を
右
の
二
つ
の
局
面
で
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
比
較
す
る
の
か
。
こ
れ
に
は
、
従
来

一
つ
は
、
目
的
物
の
包
括
化
か
ら
直
接
導
か
れ
る
「
一
体
性
」
と
い
う
観
点
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
複
数
の
目
的
物
を
一
つ
の
担
保
権
の
下
に
置
く
た
め
に
、
目
的
物
を
一
体
と
し
て
取
り
扱
う
場
合
に
、
法
的
に
ど
の
よ
う
な

か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
つ
の
観
点
が
あ
る
。

形
で
複
数
の
物
を
「
一
体
と
し
て
」
扱
う
の
か
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
二
つ
日
は
、

そ
れ
と
同
時
に
要
求
さ
れ
る
「
変
動
性
」
の
観
点
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
複
数
の
物
を
「
一
体
と
し
て
」
取
り
扱
い
な
が
ら
も
、
後
の
変
動
を
法
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
保
証
す
る
の
か
と
い
う
観
点

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
観
点
は
、
互
い
に
相
反
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
、
個
々
の
局
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
の
か
が

問
題
と
な
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
従
来
の
議
論
、

と
り
わ
け
集
合
動
産
譲
渡
担
保
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
「
一
体
と
し
て
」
取
り
扱
う
こ
と
で
、
同
時
に

担
保
目
的
物
の
性
質
か
ら
生
じ
る
「
流
動
性
」
に
対
処
し
て
き
た
。
ま
た
企
業
担
保
法
は
、
企
業
財
産
を
一
体
と
し
て
把
握
し
、
同
時
に
そ

北法45(4・55)583 



説

の
流
動
性
を
許
容
す
る
企
業
担
保
権
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
議
論
は
、
い
わ
ば
ご
物
化
」
な
い
し
「
一
体
性
」
と

動
化
」
な
い
し
「
変
動
性
」
を
区
別
せ
ず
に
理
解
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
両
者
は
、
本
来
別
個
に
考
察
さ
れ
る
べ
き

(
6
)
 

問
題
で
あ
る
。
財
団
抵
当
の
よ
う
に
、

雪ム
ロ問

一
体
化
に
よ
っ
て
目
的
物
が
一
つ
の
物
な
い
し
不
動
産
と
し
て
構
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
そ
れ
ほ
ど
流
動
性
が
高
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
企
業
担
保
権
の
場
合
、

そ
の
流
動
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、

企
業
財
産
は
直
接
把
握
さ
れ
な
が
ら
も
限
定
的
に
で
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
、

一
体
性
と
変
動
性
は
同
時
に
完
全
に
満
た
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
相
反
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
合
財
産
担
保
の
諸
制
度
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
一
体
化
さ
れ
て

い
る
の
か
、

ま
た
流
動
性
な
い
し
変
動
性
を
確
保
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
策
が
準
備
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

対
象
と
す
る
範
囲
と
そ
の
順
序

複
数
の
財
産
客
体
を
担
保
と
す
る
信
用
制
度
を
検
討
す
る
う
え
で
、

で
き
る
限
り
広
い
範
囲
で
比
較
す
る
こ
と
が
、
導
き
出
さ
れ
る
結
論

の
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
な
概
念
が
ま
っ
た
く
異
な
る
制
度
を
比
較
し
て
も
、

わ
が
国
の
解
釈
論
に

と
っ
て
有
意
義
な
も
の
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
法
制
度
や
法
概
念
な
ど
の
点
で
わ

が
固
に
近
似
す
る
ド
イ
ツ
の
制
度
を
と
り
あ
げ
る
。そ

の
制
定
経
緯
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
的
な
色
彩
を
残
し
な
が
ら
も
、
そ
の
編
別
や
基
本
的
な

(
7
)
 

概
念
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
法
的
な
色
彩
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
必
要
な
基
本
概
念
で
あ
る
「
物
」
概
念
を

ま
ず
法
制
度
の
点
で
、

わ
が
国
の
民
法
は
、

ま
た
、

わ
が
国
の
民
法
典
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
二
早
案
の
影
響
を
受
け
、
そ
れ
と
同
様
の
規
定
を
有
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
民
法
典
(
以
下
、
「
切
の
回
」
と
い
う
)
九

O
条
は
有
体
物
概
念
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
従
来
か
ら
集
合
動
産
譲

取
り
上
げ
る
と
、

「流

北法45(4・56)584 



渡
担
保
の
法
律
構
成
と
し
て
、
有
体
物
概
念
に
立
脚
し
た
い
わ
ゆ
る
「
分
析
論
」
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
∞
の
回
の
起
草
段
階
や
集

合
動
産
の
担
保
手
段
を
立
法
化
す
る
際
の
議
論
の
な
か
で
「
集
合
物
論
」
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
で
は
、

法
理
論
的
に
も
議
論
が
行
な
わ
れ
て
き
て
お
り
、

そ
の
検
討
は
、
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
民
法
の
制
定
後
、
初
期
の
時
期
に
ド
イ
ツ
法
か
ら
の
学
説
継
受
が
あ
っ
た
こ
と
も
、

(
8
)
 

ろ、っ。

ド
イ
ツ
法
の
参
照
を
根
拠
づ
け
る
で
あ

で
は
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
検
討
を
行
な
う
の
か
。
先
程
述
べ
た
動
産
を
中
心
と
す
る
担
保
目
的
物
の
包
括
化
と
不
動
産
を
中
心
と
す
る

担
保
目
的
物
の
包
括
化
と
い
う
現
象
は
、
同
じ
包
括
化
で
あ
る
と
い
っ
て
も
実
は
、
そ
の
目
的
物
に
よ
る
相
違
が
あ
る
。
前
者
は
、
庖
舗
内

の
商
品
が
担
保
化
さ
れ
る
場
合
の
よ
う
に
、
同
種
の
動
産
を
一
括
し
て
担
保
目
的
物
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後

者
は
、
同
種
の
不
動
産
を
一
括
し
て
担
保
目
的
物
に
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
抵
当
権
の
効
力
が
そ
の
不
動
産
上
の
従
物

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

に
効
力
を
及
ぽ
す
場
合
の
よ
う
に
、
担
保
不
動
産
上
に
備
え
付
け
ら
れ
た
動
産
を
そ
の
不
動
産
と
一
体
と
し
て
担
保
目
的
物
と
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
現
象
は
、
単
に
動
産
と
不
動
産
の
相
違
を
超
え
た
違
い
が
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、

一
方
で
、

両
者
に
お
い
て
、
「
一
体
と
し
て
」
な
い
し
は
「
一
括
し
て
L

取
り
扱
う
た
め
の
根
拠
が
共
通
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

(
9
)
 

も
述
べ
た
「
集
合
物
」
概
念
で
あ
る
。
ま
た
、
他
方
で
、
目
的
物
の
相
違
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
担
保
の
効
力
に
影
響
を
与
え
て
い

つ
ま
り
、
右
で

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
、
集
合
財
産
担
保
制
度
の
前
提
問
題
と
し
て
、
「
集
合
物
」
概
念
を
検
討
す
る
。
有
体
物
が
複
数
存
在
す
る
場

合
に
そ
れ
ら
を
「
一
括
し
て
」

一
個
の
権
利
客
体
と
し
て
取
り
扱
う
根
拠
と
し
て
の
「
集
合
物
L

概
念
が
日
本
と
ド
イ
ツ
両
国
の
制
定
法
上

ど
の
よ
う
な
系
譜
と
内
容
を
有
し
て
い
る
の
か
を
確
定
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
集
合
財
産
を
構
成

す
る
財
産
の
内
容
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
「
附
加
」

「
分
離
」

の
局
面
に
お
け
る
集
合
財
産
担
保
の
効
力
を
検
討
す
る
。
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説

な
お
、
こ
こ
で
若
干
の
用
語
を
説
明
し
て
お
く
。
ま
ず
、
集
合
財
産
と
複
合
財
産
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
集
合
財
産
と
は
、

一
定
の
債
務
者
の
下
に
あ
る
財
産
の
集
団
で
、

し
か
も
あ
る
一
つ
の
担
保
手
段
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

そ
の
財
産
集
団
を
集

北法45(4・58)586

論

合
財
産
を
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
複
合
財
産
と
は
、
不
動
産
と
動
産
の
よ
う
な
異
な
っ
た
種
類
の
財
産
が
有
機
的
に
結
合
し
て
い
る
場
合

に
、
そ
の
よ
う
な
財
産
集
団
を
複
合
財
産
と
呼
ぶ
。
次
に
、
集
合
物
と
集
合
動
産
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
、
物
概
念
と
し
て
の

集
合
物
で
あ
り
、

一
個
の
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
使
用
す
る
。
後
者
は
、
集
合
財
産
の
場
合
と
同
じ
く
、
複
数
の
動
産
の
集
団
で
あ

り
、
し
か
も
一
つ
の
担
保
手
段
、
通
常
は
譲
渡
担
保
、
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
場
合
に
使
用
す
る
。

注(
1
)
た
と
え
ば
、
伊
藤
進
「
現
代
金
融
担
保
法
の
課
題
(
三
)
担
保
目
的
物
の
多
数
性
と
担
保
理
論
の
覚
書
|
」
篠
塚
昭
次
ほ
か
編
『
現
代
金

融
担
保
法
の
展
開
』
二
五
頁
(
成
文
堂
、
昭
五
七
)
は
、
こ
の
現
象
を
「
担
保
目
的
物
の
多
数
性
現
象
」
と
呼
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
が

今
日
新
た
に
生
じ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
る
の
は
、
こ
れ
が
次
の
二
つ
の
実
際
的
な
機
能
を
有
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
一
つ
は
、
債
務
者
の
経
済
的
な
破

綻
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
失
を
で
き
る
か
ぎ
り
分
散
し
て
お
く
こ
と
を
目
指
す
い
わ
ゆ
る
「
危
険
分
散
的
機
能
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
ひ
と

つ
の
物
件
な
い
し
担
保
手
段
だ
け
で
は
被
担
保
債
権
全
額
を
担
保
で
き
な
い
場
合
に
、
い
く
つ
か
の
「
も
の
」
を
集
め
て
担
保
価
値
を
ふ
く
ら

ま
せ
る
い
わ
ゆ
る
「
足
し
算
的
機
能
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
共
同
抵
当
の
場
合
(
我
妻
栄
『
新

訂
櫓
保
物
権
法
(
民
法
講
義
固
)
』
四
二
五
頁
(
岩
波
書
庖
、
昭
四
三
)
)
や
共
同
担
保
の
場
合
(
清
水
誠
「
共
同
根
抵
当
と
累
積
式
根
抵
当
に

つ
い
て
ひ
と
つ
の
覚
え
書
き
」
金
融
法
務
一

0
0
0号
一
五
六
頁
(
昭
五
七
)
)
に
、
そ
の
存
在
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
2
)
「
集
合
財
産
担
保
」
と
い
う
概
念
に
類
似
し
た
「
集
合
財
産
譲
渡
担
保
」
と
い
う
概
念
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
と
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
包

含
す
る
概
念
と
し
て
、
高
木
多
喜
男
『
担
保
物
権
法
』
三
四
二
貝
(
有
斐
閣
、
昭
五
九
)
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
伊
藤
進
「
集
合
財

産
担
保
制
度
ー
そ
の
立
法
の
検
討
を
|
」
金
判
八
九
八
号
二
頁
(
平
四
)
は
、
こ
の
「
集
合
財
産
担
保
」
を
財
団
抵
当
や
企
業
担
保
な
ど
も

含
む
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。



集合財産担保に関する基礎的考察(一)

な
お
、
本
論
文
で
は
、
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
は
取
り
扱
わ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
の
場
合
、
第
三
債
務
者
が
存
在

す
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
状
況
が
集
合
動
産
の
譲
渡
担
保
の
場
合
と
異
な
る
部
分
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
に
つ

い
て
は
、
椿
寿
夫
『
集
合
債
権
担
保
の
研
究
』
(
有
斐
問
、
平
元
)
ぞ
小
林
秀
之
H
角
紀
代
恵
『
手
続
法
か
ら
み
た
民
法
』
一
一

O
頁
以
下
(
弘

文
堂
、
平
五
)
な
ど
の
諸
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

(
3
)
た
と
え
ば
、
我
妻
栄
『
近
代
法
に
お
け
る
債
権
の
優
越
的
地
位
』
一
七
六
頁
以
下
(
有
斐
閥
、

S
E
版
、
昭
六
二
、
同
「
資
本
主
義
と
抵
当

制
度
の
発
達
」
法
時
二
巻
九
号
二
三
七
頁
(
昭
五
)
[
同
『
民
法
研
究
町
担
保
物
権
』
一
頁
以
下
(
有
斐
閣
、
昭
四
二
)
所
収
]
、
長
谷
川
雄
一
「
企

業
の
一
括
担
保
」
私
法
一
五
号
一
七
四
頁
(
昭
一
一
一
一
)
な
ど
が
あ
る
。

(
4
)
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
第
三
者
と
の
問
で
も
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
三
つ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
第
三
者
が
債
務

者
の
一
般
債
権
者
で
あ
る
と
き
に
、
そ
の
一
般
財
産
を
投
網
を
投
げ
る
よ
う
に
根
こ
そ
ぎ
担
保
と
し
て
押
さ
え
て
し
ま
う
こ
と
の
妥
当
性
の
問

題
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
と
く
に
第
三
者
が
債
務
者
に
財
産
を
給
付
し
た
が
い
ま
だ
債
権
の
弁
済
を
受
け
て
い
な
い
と
き
に
生
じ
る
金
銭
与
信

者
と
商
品
与
信
者
の
衝
突
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
後
順
位
の
担
保
権
者
な
い
し
異
種
の
担
保
権
者
と
の
間
で
生
じ
る
担
保
目
的
物

の
争
奪
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

(
5
)
た
と
え
ば
、
高
木
多
喜
男
「
不
動
産
と
動
産
の
共
同
担
保
」
星
野
英
一
ほ
か
編
『
別
冊

N

B

L

m

m

担
保
法
の
現
代
的
諸
問
題
』
四
七

頁
(
商
事
法
務
研
究
会
、
昭
五
八
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
そ
の
対
象
が
不
動
産
と
動
産
か
ら
な
る
複
合
財
産
の
担

保
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
注

(
1
)

の
伊
藤
論
文
は
、
広
く
比
較
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
な
お
全
般
的
な
整
理
に
留
ま
っ
て
い
る
。

(6)
横
悌
次
「
物
と
し
て
の
企
業
二
)
」
民
商
三
八
巻
(
五
号
四
八
、
四
九
頁
)
七
八
八
、
七
八
九
頁
(
昭
三
四
)
、
古
積
健
三
郎
「
『
流
動
動
産

譲
渡
担
保
』
に
関
す
る
理
論
的
考
察
(
二
)
」
論
叢
二
二
三
巻
六
号
六
四
頁
(
平
五
)
。

(
7
)
現
行
民
法
典
へ
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
星
野
英
一
「
日
本
民
法
典
に
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
影
響
総
論
、

総
則
(
人

I
物
)
」
『
民
法
論
集
第
一
巻
』
六
九
頁
以
下
(
有
斐
問
、
昭
四
五
)
が
あ
る
。

(
8
)
学
説
継
受
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
正
己
編
『
岩
波
講
座
現
代
法
日
外
国
法
と
日
本
法
』
(
岩
波
書
庖
、
昭
四
二
お
よ
び
北
川
善
太
郎
『
日
本

法
学
の
歴
史
と
理
論
』
(
日
本
一
評
論
社
、
昭
四
コ
二
参
照
の
こ
と
。

(
9
)
集
合
物
概
念
の
妥
当
性
を
検
討
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
米
倉
明
「
流
動
動
産
譲
渡
担
保
論
一
斑
(
一
)
!
(
四
ご
北
法
一
八
巻
二
四
五

頁
以
下
(
昭
四
二
、
四
一
一
一
)
[
同
『
譲
渡
担
保
の
研
究
』
一
一
一
一
一
頁
以
下
(
有
斐
閥
、
昭
五
ご
所
収
]
お
よ
び
古
積
・
前
掲
注

(
6
)
「(一)」
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説

論
叢
一
三
三
巻
二
号
一
六
頁
以
下
お
よ
び
「
(
二
)
完
」
論
叢
同
巻
六
号
五
二
貝
以
下
(
平
五
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担

保
を
論
じ
る
に
際
し
て
「
集
合
物
概
念
」
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
よ
り
広
く
集
合
財
産
担
保
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
物
概
念
自
体
が
基
礎
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
集
合
財
産
担
保
も
そ
の
射
程
に
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

論

第
二
章

前
提
問
題
と
し
て
の
物
概
念

序

こ
こ
で
は
、

ド
イ
ツ
法
お
よ
び
日
本
法
を
通
じ
て
、
集
合
財
産
担
保
制
度
の
基
礎
と
な
る
物
概
念
を
検
討
す
る
。
そ
の
よ
う
な
物
概
念
に

は
、
集
合
物
概
念
や
従
物
概
念
、
附
加
一
体
物
概
念
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
従
物
概
念
に
つ
い
て
は
、

そ
の
概
念
の

ド
イ
ツ
で
も
わ
が
国
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
わ
が
国
の
附
加
一
体
物
概
念
は
、
従
物
概
念
と
の

(

1

)

(

2

)

 

関
係
で
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
も
そ
も
附
加
一
体
物
概
念
が
存
在
し
な
い
。
他
方
、
集
合
物
概
念
に
つ
い
て
は
、
後
に
紹
介

是
非
自
体
は
、

日
本
で
は
集
合
財
産
担
保
を
法
律
構
成
す
る
場
合
に
、
と
り
わ
け
動
産
を
め

(
3
)
 

ぐ
る
集
合
財
産
の
担
保
化
の
場
合
に
、
そ
の
採
用
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
わ
が
国
で
主
張
さ
れ
る
集
合
物
概
念
は
、
ド
イ
ツ
に
お

(
4
)
 

け
る
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
集
合
物
概
念
を
め
ぐ
っ
て
両
国
の
議
論
に
は
密
接
な
関
係
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、

す
る
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
で
は
物
概
念
と
し
て
主
張
さ
れ
た
し
、

集
合
財
産
担
保
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
集
合
物
概
念
を
と
り
あ
げ
る
。

以
下
で
は
、

ま
ず
、

そ
の
よ
う
な
民

わ
が
国
の
民
法
上
の
集
合
物
概
念
の
取
り
扱
い
を
お
も
に
民
法
典
制
定
期
に
お
い
て
考
察
し
た
後
、
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法
上
の
取
り
扱
い
の
基
礎
で
あ
り
、

か
つ
わ
が
国
の
物
概
念
に
つ
い
て
の
母
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
、
同
様
に
集
合
物
概
念
が
ど
の

よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
。

第
一
節

わ
が
国
に
お
け
る
集
合
物
概
念

序

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
次
に
と
り
上
げ
る
ド
イ
ツ
法
以
上
に
集
合
物
概
念
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
後
に
と
り
上
げ
る
よ

集合財産担保に関する基礎的考察(一)

う
に
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
解
釈
に
際
し
て
、
集
合
物
概
念
を
用
い
る
見
解
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
集
合

(5) 

ド
イ
ツ
法
と
同
じ
く
民
法
典
が
有
体
物
概
念
を
支
持
す
る
以
上
、
こ

物
概
念
は
、
民
法
典
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

れ
と
集
合
物
概
念
と
の
矛
盾
の
た
め
に
、
集
合
物
概
念
を
と
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
民
法
典
が
有
体
物
概
念
を
と
り
集
合
物
概
念
を
否
定
し
た
の
か
が
、
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
民
法
典
の
編
纂
を
通
じ
て
集

合
物
概
念
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
、

ま
た
当
初
の
学
説
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

旧
民
法
典

ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
の
起
草
し
た
旧
民
法
典
財
産
編
二
ハ
条
に
は
、
集
合
物
な
る
概
念
が
法
定
さ
れ
て
お
り
、
物
の
一
種
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
同
条
三
号
に
は
、
「
緊
合
物
即
チ
群
畜
、
書
庫
ノ
書
籍
、
庖
舗
ノ
商
品
ノ
如
キ
増
減
シ
得
ベ
キ
多
少
類
似
ナ
ル
物
」
と
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説

(
6
)
 

い
う
規
定
が
あ
っ
た
。
旧
民
法
の
注
釈
書
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
衆
合
物
」
と
は
、
物
を
一
ま
と
め
に
し
て
、
そ
の
内
部
の
頭
数
や
多

(
7
)
 

少
に
関
わ
ら
ず
、
指
し
示
す
用
語
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
る
具
体
的
な
法
的
効
果
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

吾ι
函冊

「
書
籍
一
庫
」
を
遺
贈
す
る
旨
の
遺
言
が
な
さ
れ
た
場
合
、
遺
言
者
の
死
去
の
時
点
の
状
態
の
書
庫
の
遺
贈
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
遺
言
の
時
点
か
ら
死
去
ま
で
の
聞
に
書
籍
が
増
減
す
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
書
籍
一
庫
」
も
増
減
し
て
い
る
こ
と

(
8
)
 

に
な
る
。
こ
の
た
め
、
遺
贈
を
含
め
た
譲
渡
の
場
合
ゃ
、
用
益
権
の
設
定
の
場
合
に
、
こ
の
概
念
の
有
用
性
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
は
、
財
産
一
綿
一
六
条
に
お
い
て
同
時
に
定
め
ら
れ
て
い
た
そ
の
他
の
物
概
念
と
比
較
す
れ
ば
、
よ
り
明
確
で
あ
る
。
同
条
に
は
、
集

(
9
)
 

合
物
の
外
に
特
定
物
と
定
量
物
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
遺
贈
の
場
合
の
よ
う
に
、
遺
言
の
時
点
か
ら
死
亡
の
時
点
ま
で
に
、

目
的
物
に
増
減
が
生
じ
た
時
、
こ
れ
ら
の
両
概
念
に
よ
る
物
の
場
合
に
は
、
引
渡
し
の
時
点
で
ど
れ
ほ
ど
増
え
て
い
た
と
し
て
も
、
当
初
の

(
叩
)

そ
の
物
に
つ
い
て
は
、
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

そ
の
全
体
を
把
握
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ

目
的
物
の
み
が
対
象
と
な
る
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
逆
に
、
減
少
し
て
い
れ
ば
、

に
、
集
合
物
概
念
は
、
個
々
の
物
の
増
減
に
よ
っ
て
生
じ
る
集
合
物
の
変
動
を
包
含
し
て
、

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(
日
)

財
産
編
一
六
条
以
外
で
集
合
物
概
念
を
用
い
て
い
た
法
文
と
し
て
、
用
益
権
の
客
体
に
関
す
る
財
産
編
五
八
条
が
あ
る
。
同
条
は
、
群
畜

を
用
益
権
の
客
体
と
し
た
場
合
に
、

そ
の
群
畜
が
増
減
し
た
と
き
の
処
理
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
群
畜
の
用
益
権
の
場
合
、
群
畜
全
体

の
数
を
保
持
す
る
義
務
を
用
益
権
者
に
課
す
一
方
で
、

そ
れ
以
上
に
存
す
る
家
畜
を
処
分
す
る
権
限
が
用
益
権
者
に
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
結
果
、
用
益
権
者
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
時
に
は
、
年
々
産
ま
れ
て
く
る
動
物
の
子
を
も
っ
て
損
失
を
補
充
す
る
義
務
を

負
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

そ
の
用
益
権
の
終
了
に
よ
り
用
益
権
者
が
群
畜
を
返
還
す
る
際
に
は
、
老
衰
に
よ
っ
て
使
用
で
き
な
く
な
っ
た

動
物
を
少
壮
の
動
物
に
代
え
る
こ
と
が
用
益
権
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
、
使
用
で
き
な
い
動
物
の
売
却
な
ど
の
処
分
が
用
益
権
者
に

(ロ)

許
さ
れ
て
い
る
。
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以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
民
法
典
に
お
い
て
集
合
物
概
念
は
、
全
体
を
用
益
契
約
や
遺
贈
の
客
体
と
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ
て
い

た
。
こ
こ
で
は
、
契
約
の
時
点
と
そ
の
実
行
の
時
点
と
の
問
に
時
間
的
な
ず
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
目
的
物
の
変
動
を
集
合
物
概
念
を
用
い
る

こ
と
に
よ
り
法
的
に
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

現
行
民
法
典

と
こ
ろ
が
、
法
典
論
争
を
経
て
修
正
さ
れ
た
現
行
民
法
典
で
は
、
こ
の
「
集
合
物
」
な
る
概
念
は
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、

現
行
民
法
典
の
起
草
時
に
旧
民
法
典
の
「
物
」

の
規
定
が
大
幅
に
削
除
・
修
正
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
削
除
・
修
正
を

行
な
う
理
由
と
し
て
民
法
主
査
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
第
一
に
、
旧
民
法
の
物
の
規
定
全
体
に
つ
い
て
そ
の
条
文
が
煩
雑
で
実
用

に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
無
体
物
概
念
を
も
物
概
念
に
包
含
し
て
い
た
旧
民
法
典
の
立
場
を
否
定
し
、
物
概
念
を

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

ド
イ
ツ
民
法
草
案
に
な
ら
っ
て
有
体
物
概
念
に
限
定
し
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
主
査
会
に
お
い
て
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
無
体
物
を
も
物
概
念
に
含
ま
し
め
る
と
、

た
と
え
ば
債
権
や
所
有
権
と
い
っ
た
権
利
も
ま
た
物
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
の
結
果
、

れ
ら
を
対
象
と
す
る
所
有
権
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
債
権
の
所
有
権
・
所
有
権
の
所
有
権
と
い
っ
た
「
奇
怪
な
」
状
況
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
た
め
に
、
現
行
民
法
典
で
は
、
無
体
物
を
権
利
の
客
体
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。
第

二
に
、
旧
民
法
典
財
産
編
二
ハ
条
、

と
く
に
「
策
合
物
」

の
規
定
を
削
除
し
た
理
由
は
、
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
が
行
為
の
性
質

や
当
事
者
の
意
思
な
ど
に
よ
っ
て
特
定
物
の
集
ま
り
に
「
特
種
の
権
利
」
を
付
与
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
便
宜
的
に
そ
の
全
体
に
一
個
の
総

(
日
)

括
名
称
を
付
与
す
れ
ば
足
り
、
こ
れ
を
特
殊
な
一
物
と
見
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
民
法
典
に
お

い
て
は
、
民
法
総
則
の
「
第
三
章

物
」
に
お
い
て
集
合
物
に
関
す
る
規
定
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
担
保
目
的
物
に
関
す
る
規
定
に
な
ど
に そ
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説

つ
い
て
も
、
集
合
物
概
念
は
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
現
行
民
法
典
の
起
草
後
も
、
当
初
、
解
釈
論
に
お
い
て
集
合
物
論
が
肯
定
さ
れ
る
例
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
起
草

論

委
員
の
一
人
で
も
あ
る
富
井
政
章
博
士
は
、
「
緊
合
物
ハ
本
来
数
多
ノ
単
一
物
ヲ
総
称
セ
ル
モ
ノ
ニ
過
キ
ス
故
ニ
原
則
ト
シ
テ
ハ
一
物
ト
見

ル
ヘ
キ
ニ
非
ス
唯
取
引
上
ア
ル
程
度
ニ
マ
テ
之
ヲ
単
一
物
ト
見
テ
取
扱
フ
コ
ト
ア
ル
ノ
ミ
是
畢
克
当
事
者
ノ
意
思
解
釈
ニ
依
リ
テ
決
定
ス
へ

キ
問
題
ナ
リ
ト
ス
然
ル
ニ
奮
民
法
ニ
於
テ
常
ニ
増
減
シ
得
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
緊
合
物
ノ
本
質
ト
為
シ
タ
ル
ハ
嘗
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
謂
ウ
ヘ
シ

(
比
)

(
財
一
六
条
三
号
)
」
と
述
べ
て
、
集
合
物
概
念
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、

一
般
に
、
集
合
物
を
権
利
、
と
り
わ
け
物
権
の
客
体

(
日
)

と
考
え
る
者
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
集
合
物
を
法
律
上
の
物
と
考
え
な
い
見
解
が
通
説
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
鳩
山
秀
夫
博
士
は
、

理
由
を
挙
げ
ず
、
物
の
集
団
は
一
個
の
物
で
は
な
く
、
よ
っ
て
一
個
の
権
利
の
客
体
と
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
る
と
述
べ
る
に
止

(
凶
)

ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
岡
松
参
太
郎
博
士
は
、
従
来
の
学
者
が
集
合
物
を
事
実
上
の
集
合
物
と
法
律
上
の
集
合
物
と
に
分
類
し
、
と
も
に
法

(
げ
)

わ
が
民
法
は
近
世
の
法
制
に
倣
っ
て
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
の
理
由

律
上
の
擬
制
と
し
て
一
物
と
認
め
て
き
た
と
し
た
上
で
、

と
し
て
博
士
が
指
摘
す
る
の
は
、
事
実
上
の
集
合
物
に
つ
い
て
、
単
に
行
為
の
性
質
・
当
事
者
の
意
思
な
ど
に
よ
っ
て
特
定
物
の
集
合
に
つ

い
て
特
殊
な
権
利
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
総
括
名
称
を
つ
け
る
こ
と
は
と
も
か
く
、
あ
く
ま
で
集
合
し
た
特
定
物
で
あ
っ
て
、

こ
れ
以
外
に
無
形
の
一
物
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
法
律
上
の
集
合
物
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
確
か
に
一
行
為
に
よ
っ
て
譲
渡
す
る
場
合
・
相
続
や
遺
贈
の
場
合
・
夫
婦
共
通
財
産
の
場
合
な
ど
に
法
律
上
の
集
合
物
も
一
体

と
看
倣
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
場
合
に
は
法
律
上
の
集
合
物
を
構
成
す
る
財
産
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
「
法
律
上
の
集
合
物
」
そ
れ
自
体
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
担
保
権
の
客
体
と
し
て
の
集
合
物
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
で
も
、

つ
ま
り
、
集
合
物
を
質
入
れ
し
た
場
合
、

や
は
り
、
集
合
物
を
質
権
の
目
的
と
考
え

る
見
解
は
、
少
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
を
構
成
す
る
各
物
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
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れ
質
権
が
成
立
し
、

(
同
)

そ
れ
ぞ
れ
が
共
同
担
保
関
係
に
な
る
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
岡
松
博
士
は
、
集
合

物
を
一
物
と
見
る
か
数
個
の
物
と
見
る
か
に
つ
い
て
明
言
を
避
け
つ
つ
、
集
合
物
が
質
権
の
目
的
と
な
る
こ
と
を
前
提
に
そ
の
附
加
・
分
離

(
問
)

の
際
の
効
力
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
変
動
を
前
提
に
し
た
も
の
、
た
と
え
ば
商
庖
の
商
品
の
場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合

に
は
そ
の
物
の
性
質
上
も
、
当
事
者
の
意
思
の
点
で
も
、
附
加
し
た
物
に
質
権
の
効
力
が
及
ぶ
の
が
当
然
で
あ
り
、

ま
た
分
離
し
た
物
に
及

ば
な
く
な
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
二
つ
自
の
変
動
を
前
提
と
し
な
い
集
合
物
の
場
合
に
は
、

そ
の
変
動
が
な
い
の
が
通
常
で
あ
り
、
当
事
者

の
意
思
も
こ
れ
に
合
致
し
て
い
る
の
で
、
契
約
当
時
の
物
の
み
が
そ
の
質
権
の
客
体
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、

(
初
)

の
も
な
く
、
立
ち
消
え
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
同
意
す
る
も

(
幻
)

わ
が
民
法
が
集
合
物
の
概
念
を
採
っ
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
し
か
も
、
鉄
道
抵
当
法
を
取
り
上
げ
、
こ
の
法
律
に
よ

る
鉄
道
財
団
の
一
物
性
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鉄
道
財
団
と
は
、
鉄
道
財
産
が
一
物
と
な
っ
て
一
個
の
所
有
権
の
目

中
島
玉
吉
博
士
も
、

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

的
と
な
る
の
で
は
な
く
、
抵
当
と
の
関
係
に
お
い
て
同
一
の
目
的
に
処
分
さ
れ
同
一
の
法
規
定
に
支
配
さ
れ
る
た
め
に
、
各
物
に
つ
い
て
抵

当
権
設
定
手
続
を
省
略
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鉄
道
財
団
で
は
、

そ
の
性
質
上
各
物
の
上
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
倉
庫
内
の
動
産
の
質
入
れ
に
つ
い
て
も
同
様
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
中
島
博
士
の
見

い
わ
ば
異
説
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
鉄
道
財
団
や
工
場
財
団
な
ど
の
よ
う
な
財
団
の
場
合
や
立
木
法
に
よ
る
立
木
の
一

(
辺
)

団
の
場
合
な
ど
は
、
こ
れ
を
法
律
上
も
一
個
の
物
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
よ
う
に
、

一
定
の
基
準
に
よ
っ
て
財
貨
に
対
す
る
支
配
力
の
範
囲
の
確
定
が
で
さ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
数
個
の
物
を
一
個
の
物
と
み
る
こ
と
を
認

解
は
、

め
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
無
体
物
を
「
物
」
に
含
め
な
い
現
行
民
法
典
の
立
場
も
ま
た
、
学
説
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
先
に
紹
介
し

た
現
行
民
法
典
の
起
草
時
の
理
由
と
同
じ
く
、
旧
民
法
の
立
場
を
維
持
す
れ
ば
、
債
権
の
所
有
権
・
所
有
権
の
所
有
権
・
地
役
権
の
所
有
権
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説

(
お
)

な
ど
と
い
う
奇
怪
な
結
果
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
よ
り
、
現
行
民
法
典
に
つ
い
て
は
、
物
概
念
と
し
て
集
合
物
概
念
を
認
め
る
者
は
な
く
、

た
だ
担
保
方
法
の
説
明
と
し
て
、

と
り
わ

吾ム
白岡

け
財
団
抵
当
法
や
立
木
法
な
ど
の
特
別
法
に
よ
り
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
集
合
物
を
一
物
と
考
え
る
立
場
が
と
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
島
博
士
な
ど
が
財
団
抵
当
の
場
合
や
立
木
法
に
よ
る
場
合
な
ど
に
い
わ
ゆ
る
分
析
論
的
な
考
え
方
を

採
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
み
て
、
当
初
の
物
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
極
め
て
厳
密
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
と
め

わ
が
国
で
は
、
当
初
、
集
合
物
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
用
益
権
や
遺
贈
と
密
接
に
か
か
わ
っ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
両
者
の
場
合
で
は
集
合
物
概
念
の
用
い
方
の
点
で
差
異
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
用
益
権
に
つ
い
て
は
、
集
合
物

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
家
畜
の
群
れ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
集
合
物
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
眼
目
は
、
生
物
と
し
て
の
家
畜
の
増
減
を
用

益
権
者
と
用
益
権
設
定
者
に
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
集
合
物
概
念
を
用
い
て
解
決
を
図
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
贈
の
場
合
に
は
、
効
力
発
生
以
前
に
集
合
物
の
内
容
が
変
動
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
遺
贈
の
効
力
の
発
生
時

に
は
そ
の
内
容
が
確
定
し
、

そ
の
後
の
変
動
を
前
提
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
用
益
権
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
長
期
・
継
続
的
に

法
律
関
係
が
継
続
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
二
重
帰
属
の
問
題
な
ど
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
集
合
物
概
念
は
、
契
約
の
時
点
と
そ
の
実
行
の
時
点
と
の
時
間
的
な
ず
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
目
的
物
の
変
動
に
対

処
し
、

そ
の
範
囲
を
物
概
念
に
よ
っ
て
確
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
現
行
民
法
典
に
お
い
て
集
合
物
概
念
を
排
除
し
た
の
は
、
結
局
、

そ
の
よ
う
な
目
的
物
の
範
囲
の
確
定
は
、
当
事
者
の
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意
思
に
よ
っ
て
決
定
す
れ
ば
よ
く
、

背
後
に
は
、

そ
の
た
め
に
特
別
な
物
概
念
を
立
て
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
、
集
合
物
自
体
が
観
念
的
な
存
在
で
あ
る
の
で
、
有
体
物
と
は
異
な
り
、
現
実
的
な
支
配
が
可
能
で

は
な
い
と
い
う
理
由
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
旧
民
法
典
に
よ
る
集
合
物
概
念
が
、
時
間
的
な
ず
れ
に
よ
り
問
題
と
な

る
目
的
物
の
範
囲
を
確
定
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
結
果
そ
の
範
囲
の
物
を
特
殊
な
権
利
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
有
体
物
の
み
を
権
利
の
客
体
と
み
る
以
上
は
個
々
の
物
の
集
団
に
す
ぎ
な
い
集
合
物
自
体
無
体
物
で
あ
り
、
観
念
上
の

も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
て
、
有
体
物
概
念
を
採
用
し
、
集
合
物
概
念
を
否
定
し
た
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
概
念
の
展
開
を
検
証
し
、

ど
の
よ
う
に
集
合
物
概
念
が
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ド
イ
ツ
法

(
M
)
 

と
り
わ
け

2
2
Zの
影
響
を
受
け
て
い
る
点
で
も
意

の
検
討
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
か
か
わ
る
わ
が
国
の
集
合
物
概
念
が
ド
イ
ツ
法
、

味
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
。

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

注(
1
)
こ
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
抵
当
権
設
定
後
に
付
属
し
た
動
産
に
抵
当
権
の
効
力
を
及
ぼ
す
た
め
の
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

我
妻
栄
「
抵
当
権
と
従
物
の
関
係
に
つ
い
て
」
法
学
協
会
雑
誌
五

O
周
年
記
念
論
文
集
第
二
部
四
六
一
頁
以
下
(
昭
八
)
[
同
『
民
法
研
究

W
担

保
物
権
』
二
七
頁
以
下
(
有
斐
閣
、
昭
四
二
)
所
収
]
や
於
保
不
二
雄
「
附
加
物
及
び
従
物
と
抵
当
権
」
民
商
一
一
九
巻
(
五
号
一
頁
以
下
)
一
二

O
五
頁
以
下
(
昭
二
九
)
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(
2
)
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
附
加
一
体
物
に
代
わ
る
概
念
と
し
て
構
成
部
分
概
念
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
不
動

産
と
物
理
的
に
一
体
と
な
っ
た
部
分
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
集
合
財
産
担
保
と
の
関
係
で
は
、
従
物
と
ほ
ぽ
同
じ
規
制
に
服
し
て
い
る
た
め
、

そ
ち
ら
で
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
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説
τ晶

画岡

(
岩
波
書
応
、
昭
四
三
)
、
近
江
幸
治
『
担
保
物
権
法
』
二
九
三
頁

(
弘
文
堂
、

(
3
)
我
妻
栄
『
新
訂
櫓
保
物
構
法
(
民
法
講
義
皿
)
』
六
六
三
頁
以
下

昭
六
三
)
な
ど
。

(
4
)
た
と
え
ば
、
我
妻
教
授
は
、
集
合
物
の
定
義
に
つ
い
て
の

5
・
r
の
そ
れ
を
用
い
て
い
る

(
5
)
民
法
八
五
条
は
、
「
本
法
ニ
於
テ
物
ト
ハ
有
体
物
ア
請
フ
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(
6
)
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
草
案
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
、
五
一
七
条
三
号
と
し
て
、
「
或
ハ
増
減
シ
得
ヘ
キ
多
少
類
似
ナ
ル
物
ノ
衆
集
例
ハ
獣
群
、

書
庫
ノ
書
籍
、
庖
舗
ノ
商
貨
物
ノ
知
シ
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
(
『
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
氏
起
稿
再
開
修
正
民
法
草
案
註
稗
第
二
一
編
物
権
之
部
上
巻
』

一
O
八
頁
(
出
版
社
、
出
版
年
と
も
に
不
明
)
)
。
こ
の
草
案
と
旧
民
法
典
の
規
定
と
は
、
若
干
字
句
の
点
で
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
『
修
正
民
法
草
案
註
緯
』
に
は
、
参
照
し
た
外
国
法
の
記
載
が
な
く
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
が
何
を
参
照
し
て
こ
の
条
項
を
起
草
し

た
の
か
は
こ
こ
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
7
)
今
村
和
郎
H

亀
山
貞
義
『
民
法
正
義
財
産
編
第
一
部
巻
之
査
』
一
八
九
頁
(
新
法
註
緯
舎
、
出
版
年
不
明
)
、
本
野
一
郎
H

森
順
正
H

城
数
馬

『
日
本
民
法
義
解
第
一
冊
』
九
七
頁
(
金
蘭
社
、
明
二
三
)
。

(8)
今
村
H

亀
山
・
前
掲
注

(
7
)

一
八
九
頁
、
本
野
H

森
H

城
・
前
掲
注

(
7
)
九
八
頁
。

(
9
)

一
ム
ハ
条
一
号
お
よ
び
二
号
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
規
定
で
あ
る
。

「
第
一
特
定
物
即
チ
某
家
、
某
回
、
某
獣
ノ
如
キ
殊
別
ナ
ル
物

第
二
定
量
物
即
チ
金
幾
円
、
米
幾
石
、
布
幾
反
ノ
如
キ
数
量
尺
度
ヲ
以
テ
算
フ
ル
物
」

(
叩
)
本
野
H

森
H

城
・
前
掲
注

(
7
)
九
八
頁
、
前
掲
注

(
6
)
『
修
正
民
法
草
案
註
穆
』
一
一
一
頁
。

こ
れ
に
対
し
て
、
今
村
H

亀
山
・
前
掲
注

(
7
)

一
九

O
頁
は
、
書
籍
を
例
に
と
っ
て
、
特
定
物
の
遺
贈
に
な
る
場
合
に
は
、
書
籍
に
欠
乏

が
あ
れ
ば
こ
れ
を
要
求
で
き
る
と
す
る
。

(
日
)
財
産
編
五
八
条
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

「
種
類
及
ヒ
員
数
ノ
ミ
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
畜
群
ノ
用
益
者
ハ
保
存
ヲ
要
セ
サ
ル
部
分
ヲ
毎
年
庭
分
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
其
子
ヲ
以
テ
全
数
ヲ
保
持
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」

(
ロ
)
以
上
、
群
畜
上
の
用
益
権
者
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

(
6
)

『
修
正
民
法
草
案
註
稗
』
二
六
九
1

二
七
二
頁
や
今
村
H

亀
山
・
前

掲
注

(
7
)
四
七
五
l
四
七
八
頁
、
本
野
一
郎
H

森
順
正
H

城
数
馬
『
日
本
民
法
義
解
第
二
冊
』
二

O
二
、
二

O
三
頁
(
金
蘭
社
、
明
一
一
一
一
一
)
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集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

を
参
照
し
た
。

(
日
)
以
上
の
法
典
調
査
会
民
法
主
査
会
に
お
け
る
修
正
理
由
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書

日
法
典
調
査
曾
民
法
主
査
舎
議
事
速
記
録
』
五
九
一
頁
(
商
事
法
務
研
究
会
、
昭
六
三
)
、
お
よ
び
、
広
中
俊
雄
編
著
『
民
法
修
正
案
(
前

三
編
)
の
理
由
書
』
二
一
六
l
一
三

O
頁
(
有
斐
間
、
昭
六
二
)
を
参
照
し
た
。

な
お
、
広
中
・
前
掲
一
コ
一

O
頁
に
よ
れ
ば
、
本
文
で
述
べ
た
他
に
、
物
を
有
体
物
に
限
定
す
る
も
う
一
つ
の
意
義
と
し
て
、
有
体
物
に
関
す

る
規
定
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
「
有
体
」
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
る
と
い
う
煩
雑
さ
を
避
け
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
H
H
)

富
井
政
章
『
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
上
』
三
五
六
頁
(
有
斐
閣
、
訂
正
増
補
第
一
五
版
、
大
九
)
。

(
日
)
川
名
兼
四
郎
『
改
定
増
補
民
法
総
論
』
二
五
四
頁
(
金
刺
芳
流
堂
、
訂
正
三
版
、
明
治
三
九
)
、
長
島
毅
『
民
法
総
論
』
一
九
三
頁
(
巌
松
堂
。

書
庖
、
大
九
)
、
菅
原
谷
二
『
日
本
民
法
論
総
則
上
巻
』
三
六
七
頁
(
弘
文
堂
書
房
、
大
一
二
、
三
瀦
信
三
『
物
権
法
提
要
第
一
冊
』
六
頁
(
有

斐
閣
、
訂
正
一
二
版
、
大
一
二
)
、
近
藤
栄
吉
『
註
得
日
本
民
法
(
総
別
編
)
』
二
七

O
頁
(
巌
松
堂
、
昭
七
)
、
小
池
隆
一
『
改
定
増
補
日
本
民

法
総
論
』
一
九
六
、
一
九
八
頁
(
清
水
書
応
、
昭
一
六
)
な
ど
。

(
凶
)
鳩
山
秀
夫
『
増
訂
改
版
日
本
民
法
総
論
』
二
四
六
頁
(
岩
波
書
庖
、
昭
五
)
。
ま
た
、
同
『
携
保
物
権
法
』
九
八
頁
(
園
文
社
、
昭
一
二
)
に
お

い
て
は
、
集
合
物
を
質
権
の
目
的
と
し
た
場
合
、
個
々
の
物
に
つ
い
て
質
権
が
成
立
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

(
口
)
岡
松
参
太
郎
『
訂
正
二
一
版
注
釈
民
法
理
由
上
巻
」
一
四
五
頁
(
有
斐
閣
書
房
、
明
一
三
一
)
。

(
国
)
こ
の
立
場
を
と
る
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
、
川
名
兼
四
郎
『
物
権
法
要
論
』
二

O
八
頁
(
金
利
芳
流
堂
、
訂
正
四
版
、
大
四
)
が
あ
る
。

(ω)
岡
松
参
太
郎
『
註
釈
民
法
理
由
中
巻
』
四
二
八

1
四
三

O
頁
(
有
斐
簡
書
房
、
明
三

O
)
。
博
士
は
、
集
合
物
が
法
律
上
一
物
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
集
合
物
の
性
質
か
ら
み
て
必
ず
一
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
場
合
に
よ

っ
て
一
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
り
、
数
個
の
物
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
り
す
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

(
却
)
こ
の
原
因
と
し
て
は
、
現
行
民
法
典
の
制
定
後
、
ド
イ
ツ
法
学
が
い
わ
ば
「
学
説
継
受
」
の
形
で
わ
が
国
に
入
っ
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
寸
学
説
継
受
」
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
正
己
編
『
岩
波
講
座
現
代
法
日
外
国
法
と
日
本
法
』
(
岩
波
書
庖
、
昭
四
二
お
よ
び
北
川
善
太
郎

『
日
本
法
学
の
理
論
と
歴
史
』
(
日
本
評
論
社
、
昭
四
三
一
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
幻
)
中
島
玉
士
口
『
中
島
川
名
民
法
務
義
巻
之
一
総
則
篇
』
三
六
九
頁
(
金
刺
芳
流
堂
、
明
四
四
)
。
ま
た
、
中
島
博
士
は
、
本
文
で
述
べ
た
鉄
道
財

団
の
ほ
か
に
、
民
法
が
集
合
物
概
念
を
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
疑
問
の
一
つ
と
し
て
、
一
般
の
先
取
特
権
を
と
り
上
げ
て
い
る
。
し
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論 説

か
し
、
博
士
は
、
こ
れ
を
、
そ
の
性
質
上
物
権
で
は
な
く
、
債
権
の
特
別
の
効
力
で
あ
る
と
し
て
、
集
合
物
の
概
念
を
使
わ
ず
と
も
説
明
可
能

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
一
二
瀦
信
三
『
民
法
総
則
提
要
第
二
冊
』
二
四
二
頁
(
有
斐
閣
、
訂
正
第
二
版
、
大
八
)
も
ま
た
財
団
に
つ
い
て
、
こ
の
取
り
扱

い
は
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
一
個
の
所
有
権
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
中
島
博
士
の
見
解
に
類
似

す
る
。

(
包
)
た
と
え
ば
、
少
し
時
期
は
下
る
が
、
仁
井
田
益
太
郎
『
民
法
総
論
第
一
冊
』
二
九
三
頁
(
有
斐
閣
、
大
一
二
)
、
遊
佐
慶
夫
『
民
法
原
理
(
総

則
・
物
権
・
債
権
)
』
一
一

O
頁
(
巌
松
堂
書
応
、
大
二
二
)
な
ど
が
あ
る
。

(
お
)
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
一
総
則
篇
』
一
ム
ハ

O
、
二
ハ
一
頁
(
和
例
法
律
学
校
/
明
法
堂
、
訂
正
増
補
第
六
版
、
明
三
こ
、
同
『
民
法
原

理
総
則
篇
巻
之
一
』
二
七
六
、
二
七
七
頁
(
和
例
法
律
学
校
/
明
法
堂
、
明
三
六
)
、
岡
松
・
前
掲
注
(
口
)
一
四
一
頁
、
中
島
・
前
掲
注
(
幻
)

三
八
四
頁
、
川
名
・
前
掲
注
(
日
)
二
五
一
頁
、
同
『
日
本
民
法
総
論
』
一
三
七
頁
(
金
刺
芳
流
堂
、
明
四
五
)
、
鳩
山
秀
夫
『
日
本
民
法
総
論

上
巻
』
二
三
五
頁
(
岩
波
書
応
、
大
一
一
一
)
。

(
剖
)
わ
が
国
に
お
い
て
最
初
に
ド
イ
ツ
、
と
り
わ
け

cqrの
集
合
物
論
を
紹
介
し
た
の
は
、
平
野
義
太
郎
『
民
法
に
於
け
る
ロ

l
マ
思
想
と
ゲ

ル
マ
ン
思
想
』
九
三

i
九
八
頁
(
有
斐
関
、
大
二
二
)
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
具
体
的
な
展
開
は
、
我
妻
栄
「
集
合
動
産
譲

渡
担
保
に
関
す
る
エ
ル
ト
マ
ン
の
提
案
」
法
協
四
八
巻
(
四
号
一
一
貝
)
四
六
五
真
(
昭
五
)
[
同
『
動
産
抵
当
制
度
』
七
頁
以
下
(
勤
草
書
房
、

昭
三
二
)
所
収
]
が
集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
解
釈
に
際
し
て
行
な
っ
た
。
そ
の
後
、
米
倉
明
「
流
動
動
産
譲
渡
担
保
論
一
斑
(
一

)
l
(
四)」

北
法
一
八
巻
(
二
号
三
一
頁
)
二
四
五
頁
以
下
(
昭
四
二
)
お
よ
び
同
巻
(
三
号
八
一
頁
)
四
八
七
頁
以
下
(
昭
四
三
)
な
ら
び
に
同
巻
(
四

号
一
頁
)
六
六
三
頁
以
下
(
昭
四
三
)
お
よ
び
一
九
巻
(
二
号
四
一
頁
)
二
六
七
頁
以
下
(
昭
四
三
)
[
同
『
譲
渡
担
保
の
研
究
』
一
一
一
一
一
頁
以

下
(
有
斐
閣
、
昭
五
二
所
収
]
は
、
分
析
論
と
集
合
物
論
の
詳
細
な
比
較
検
討
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
集
合
物
論
を
支
持
し
て
い
る
。

ま
た
裁
判
所
も
、
一
般
論
と
し
て
集
合
物
論
を
支
持
し
た
(
最
判
昭
和
五
四
年
二
月
一
五
日
(
一
小
)
民
集
三
三
巻
一
号
五
一
頁
)
後
、
具

体
的
な
結
論
に
つ
い
て
も
集
合
物
論
を
採
っ
た
(
最
判
昭
和
六
二
年
一
一
月
一

O
日
(
一
一
一
小
)
民
集
四
一
巻
八
号
一
五
五
九
頁
)
。

第
二
節

ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
合
物
概
念
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序

こ
こ
で
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
物
」
概
念
を
検
討
す
る
。
先
に
と
り
上
げ
た
よ
う
に
、

八
五
条
に
お
い
て
「
物
」
概

日
本
民
法
典
は
、

念
に
つ
い
て
、
「
本
法
ニ
於
テ
物
ト
ハ
有
体
物
ヲ
謂
フ
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
切
の
∞
第
一
草
案
を
参
照
し
、
そ
こ
で
採
ら
れ
た
物

(
1
)
 

概
念
と
同
じ
概
念
を
採
用
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
「
有
体
物
」
概
念
は
、
原
則
と
し
て
自
然
的
・
物
理
的
な
観
点
か
ら
、
物
の
個
数
を
決

(2) 

定
し
よ
う
と
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
複
数
の
有
体
物
か
ら
な
る
集
合
財
産
を
一
個
の
物
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
集
合
物
概

念
が
排
斥
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
「
有
体
物
」
概
念
と
対
立
す
る
「
集
合
物
」
概
念
を
回
。
∞
が
な
ぜ
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
が
間
わ
れ
な
け
れ

a

ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
「
集
合
物
」
概
念
は
、
普
通
法
時
代
ま
で
権
利
の
客
体
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
∞
の
∞
に
お

け
る
物
概
念
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
重
要
で
あ
る
。

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
た
集
合
物
概
念
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

(
2
a
)
 

集
合
物
概
念
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。

ま
た
、
∞
の
∞
の
制
定
過
程
で
、

本
節
で
は
、

物
概
念
の
系
譜

寸
集
合
物
」
概
念
は
、
切
の
∞
以
前
の
段
階
で
は
、

ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
集
合
物
概
念
は
、

ロ
ー
マ

法
上
認
め
ら
れ
て
い
た
と
は
い
い
難
い
。
も
ち
ろ
ん
、
事
実
上
の
概
念
と
し
て
、
集
合
物

(
5
2巾
『
日
芹

2
2
2
g
s
z
g
E
E
B
)
は
、
単
一

(
3
)
 

や
合
成
物
(
ロ
ヨ

2
2
ュ2
2
2
s
g宮内『
g
E
E
)
と
と
も
に
物
の
三
分
類
の
う
ち
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
奴
隷
や
木
材
、
宝
石
の
よ
う
に
、
「
一
個
の
精
気
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
物

(g召
5
官
。
巳
円

g'

す 物
な(
ゎ 2
ち f

cρ 

単 E

物 E
と)

は

な
ぜ
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説

円肝同戸市門ロ「ロロ
C

目
立
三
円
ロ
)
」

で
あ
る
。
次
に
、
合
成
物
と
は
、

た
と
え
ば
船
や
家
屋
の
よ
う
に
、
多
数
の
単
一
物
が
結
合
し
て
一
個
の
物
を
構

北法45(4・72)600

成
し
て
い
る
場
合
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
集
合
物
と
は
、
群
畜
や
軍
隊
の
よ
う
に
、
形
態
上
の
関
連
は
な
い
が
一
体
と
し
て
の

ヲ'h.
員同

名
称
を
有
す
る
物
を
意
味
す
る
。

ギ
リ
シ
ャ
の
ス
ト
ア
哲
学
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
、
物
を
全
体
と
し
て
捉
え
る

(
4
)
 

と
い
う
よ
り
も
、
分
析
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
物
に
対
す
る
考
え
方
は
、

こ
の
よ
う
な
三
分
類
の
な
か
で
、
集
合
物
概
念
が
法
的
な
客
体
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
ま
ず
、

こ
の
三
分
類
を
挙
げ
た
法
文
は
、
使
用
取
得
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
、
集
合
物
自
体
の
使
用
取
得
を
認
め
た
わ
け

(
5
)
 

で
は
な
い
。
ま
た
、
集
合
物
概
念
は
、
実
際
に
は
家
畜
の
群
れ
の
み
と
い
っ
て
よ
い
た
め
、
法
的
な
存
在
意
義
が
問
わ
れ
る
概
念
で
あ
る
。

(
6
)
 

し
か
も
、
こ
の
場
合
、
集
合
物
、
つ
ま
り
家
畜
の
群
れ
そ
れ
自
体
の
所
有
物
取
戻
訴
訟
が
認
め
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

(7) 

ゲ
ル
マ
ン
法
で
は
、
集
合
物
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
武
具
(
回
目
巾
「
句
伊
丹
巾
)
や

こ
れ
に
対
し
て
、

婦
人
専
用
品
(
の

2
E巾
)
、
新
婦
の
婚
資
(
〉

5
印門
2
m『
号
「
回
『
釦
ロ
門
)
、
農
場
の
属
具
(
の

E
2
5
2
S「
)
、
群
畜
(
〈
戸
内

F
Z
E巾
)
、
商
品
倉
庫

(巧釦『巾ロ-白
mm「)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

で
は
、
普
通
法
時
代
に
は
、
集
合
物
概
念
は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
面
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
に
は
、
疑
問

(
8
)
 

が
あ
る
。
確
か
に
、
当
初
の
学
説
は
、
集
合
物
を
独
自
の
権
利
の
客
体
と
し
て
承
認
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
、
集
合
物
の

な
か
で
も
群
畜
や
蜜
蜂
の
群
れ
の
よ
う
な
自
然
的
な
集
合
物

(
Z
巳ロ『
m
g
N
)

(
9
)
 

物
は
客
体
と
な
ら
な
い
と
考
え
る
立
場
が
登
場
し
た
。
し
か
し
、
自
然
的
な
集
合
物
と
そ
れ
以
外
の
集
合
物
と
を
区
別
す
る
内
在
的
な
理
由

(
叩
)

が
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
も
否
定
的
な
見
解
が
存
し
た
。
ま
た
、
一
部
に
は
、
集
合
物
を
独
自
の
権
利
客
体
と
認
め
な

(
日
)

い
見
解
す
ら
存
し
て
い
た
。
問
題
は
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
巧
昌
巳
印
門
町
内
五
は
、
集
合
物
が
独
自
の
権
利

の
み
が
そ
れ
自
体
権
利
の
客
体
と
な
り
、

そ
れ
以
外
の
集
合



客
体
と
な
る
こ
と
を
承
認
し
て
お
り
、
同
時
に
集
合
物
を
構
成
す
る
個
々
の
物
(
以
下
、
「
個
物
」
と
呼
ぶ
)
が
そ
の
存
在
を
失
わ
な
い
こ

(ロ)

と
を
明
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
た
と
え
ば
、
集
合
物
に
つ
い
て
の
所
有
権
や
そ
の
他
の
物
権
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
占
有
権
に

(
日
)

関
し
て
は
、
そ
れ
を
認
め
な
い
立
場
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
学
説
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
集
合
物
に
関

(
凶
)

す
る
所
有
物
回
収
訴
訟
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
集
合
物
の
所
有
物
回
収
訴
訟
が
認
容
さ
れ
た
場
合
に
、
原
告
の
所
有
で
な
い
個

物
が
集
合
物
に
含
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
被
告
は
そ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
、

ま
た
、
原
告
が
集
合
物
を
構
成
す
る

個
物
全
て
の
所
有
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
そ
の
う
ち
の
多
数
を
証
明
す
れ
ば
た
り
る
と
す
る
の
か
、

な
ど
の
論
点
に
関

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
集
合
物
の
所
有
物
回
収
訴
訟
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、

そ
の
手
続
上
の
特
質
に
よ
る
と
す
る
見

し
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

(
日
)

解
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
厳
密
に
客
体
を
特
定
す
る
必
要
性
を
緩
和
し
よ
う
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
普
通
法
時
代
に
は
、
集
合
物
が
独
自
の
権
利
の
客
体
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
内
容
も
そ
の
範
囲
も
限
定
さ
れ

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

こ
の
よ
う
な
普
通
法
学
説
と
は
若
干
異
な
り
、
切
の
∞
に
先
立
つ
諸
立
法
で
は
、
集
合
物
を
物
と
認
め
、
権
利
の
客
体
と
し
て
取
り
扱
つ

て
い
た
。
た
と
え
ば
、

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
、

そ
の
第
一
編
第
二
章
三
二
条
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
共
通
の
名
称
で
表
示
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
多
数
の
個
物
は
、
物
の
総
体
を
形
成
し
、

一
括
し
て
、
単
一
の
全
体
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、
集
合
物
に
つ
い
て
権
利
の
客
体
と
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
た
法
典
は
、
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
以
外
に
も
、
存
在

(
日
)

す
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
集
合
物
を
独
自
の
権
利
の
客
体
と
す
る
一
方
で
、
そ
れ
に
帰
属
す
る
物
の
権
利
客
体
性
を
認
め
て
い
る
。

(
げ
)

し
た
が
っ
て
、
集
合
物
と
個
物
と
が
二
重
に
権
利
の
客
体
と
な
る
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
∞
の
ロ
は
、
集
合
物
概
念
を
「
物
L

概
念
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
。
∞
の
∞
の
起
草
の
当
初
、
物
権
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説

法
の
先
頭
に
置
か
れ
た
物
に
関
す
る
定
義
規
定
(
第
一
草
案
七
七
八
条
)
は
、
物
を
「
有
体
的
な
目
的
(
宮
『
宮
『

-E足
。
巾
問
自
己
自
己
)
」
で

(
時
)

あ
る
と
規
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
草
案
は
、
集
合
物
を
物
と
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
草
案
理
白
書
(
以
下
、
「
玄
2
2
2

弓ふ
関岡

と
い
う
)
に
よ
れ
ば
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
「
観
念
の
な
か
に
の
み
存
す
る
物
件
、
と
く
に
集
合
物
と
権
利
に
は
、
現
実
的
な

(
川
口
)

支
配
力
が
行
使
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
従
来
か
ら
も
、
集
合
物
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
占
有
が
否
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
理
由
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物
権
の
客
体
と
し
て
の
適
格
性
の
点
か
ら
有
体
物
の
み
を
物
と
捉
え
て
、
集
合
物
を
排
除
す
る
の
が

こ
の
草
案
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
の
背
後
に
は
、
物
権
性
と
絶
対
性
と
の
区
別
を
前
提
と
し
た
上
で
、
物
権
性
の
本
質
を
人
の
物

へ
の
直
接
支
配
と
み
て
、
物
権
の
客
体
と
な
り
う
る
も
の
を
権
利
者
に
よ
り
直
接
的
か
つ
現
実
的
な
支
配
を
行
な
い
う
る
も
の
に
限
定
す
る

(
初
)

と
い
う
考
え
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
有
体
物
は
物
権
の
客
体
と
な
る
が
、
集
合
物
は
そ
う
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、

当
時
の
諸
立
法
に
お
い
て
集
合
物
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
ロ
ー
マ
法
の
見
解
を
擁
護
す
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
実
際
の
必
要

(
幻
)

性
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
後
は
、
定
義
の
問
題
と
し
て
、
「
有
体
的
な
」
と
い
う
言
葉
を
「
物
」
が
問
題
と

(
幻
)

な
る
と
き
に
使
用
し
な
く
て
済
む
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
、
法
文
に
お
け
る
簡
略
さ
の
点
を
考
慮
し
た
こ
と
を
意
味
す

る。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
る
玄
2
Z巾
に
対
し
て
、

そ
の
原
因
を
も
っ
ぱ
ら
訴
訟
方
式
の
変
更
に
求
め
る
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
集
合
物
概
念
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
よ
う
な
群
畜
に
関
す
る
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求

(
i
E
-
2
5

間
『
巾
四
回
目
)

を
容
易
に
す
る
た
め
に
客
体
の
個
別
的
な
特
定
の
必
要
性
を
緩
和
し
よ
う
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

(
幻
)

訴
訟
方
式
が
消
滅
し
た
以
上
、
集
合
物
概
念
も
ま
た
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

(
M
)
 

と
り
わ
け
、

2
2
Z
が
反
対
し
た
。
す
な
わ
ち
、
物
概
念
は
、
歴
史
的
な
発
展
に

こ
の
よ
う
な
内
容
の
∞
の
∞
第
一
草
案
に
対
し
て
は
、

よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

か
っ
、
自
然
科
学
的
な
自
然
法
則
に
よ
ら
ず
、
民
族
的
な
考
慮
と
取
引
上
の
要
求
を
考
慮
し
て
定
め
る
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べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
草
案
の
よ
う
な
寸
原
子
論
的
」
物
概
念
に
よ
れ
ば
、
砂
一
粒
や
ト
ラ
ン
プ
の
カ

l
ド
一
枚
が
有

(
お
)

体
物
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
百
。
苫
己
も
、
第
一
草
案
の
物
概
念
を
批
判
し
て
い
る
。
し

か
し
、

そ
の
理
由
は
、

E
R
Z
と
異
な
り
、
こ
の
物
概
念
が
、
経
営
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
財
産
の
総
体
と
し
て
の
企
業
の
経
済
的
な
意

義
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

(
お
)

し
か
し
、
第
二
委
員
会
に
よ
る
草
案
審
議
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
容
れ
ら
れ
ず
、
集
合
物
概
念
は
採
用
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
集
合
物
自
体
の
所
有
権
者

と
集
合
物
を
構
成
す
る
個
々
の
物
の
所
有
権
者
と
が
異
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
排
他
性
の
原
則
に
反
す
る

(
幻
)

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
担
保
法
の
領
域
で
は
、
集
合
物
全
体
に
対
す
る
担
保
権
を
考
え
る
こ
と
は
担
保
物
権
の
特
定
性
の
原
則
に
反
す
る
こ

(
お
)

と
に
な
ろ
う
。

こ
の
背
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
考
慮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
、
集
合
物
概
念
を
採
用
し
た
場
合
、

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

集
合
物
概
念

集
合
物
概
念
は
、
右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
∞
の
回
の
制
定
に
あ
た
っ
て
捨
て
去
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、

そ
こ
で
捨
て
去
ら
れ

た
集
合
物
概
念
が
、
わ
が
国
の
集
合
物
論
の
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
集
合
物
概
念
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
物
理
的
に
複
数
存
在
す
る
物
を
法
律
上
一
個
の
物
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
た
が
、
法
律
上
ど

(
鈎
)

の
程
度
ま
で
一
個
の
物
と
し
て
取
り
扱
う
の
か
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
考
え
方
が
あ
っ
た
。

一
つ
目
は
、
訴
訟
の
局
面
に
お
け
る
証
明
の
問

題
で
あ
る
と
考
え
る
ロ

l
マ
法
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
集
合
物
の
所
有
者
が
個
別
部
分
の
所
有
権
の
証
明
を
行
な
う
こ
と

な
し
に
全
体
を
一
個
の
訴
え
に
よ
っ
て
所
有
権
返
還
請
求
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
個
別
部
分
の
所
有
権
の
主
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説

張
・
立
証
は
、
む
し
ろ
そ
の
個
別
部
分
を
取
得
し
た
と
主
張
す
る
者
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
つ
目
は
、
集
合
物
自
体
の
所
有
権
と

そ
れ
と
並
ん
だ
個
別
部
分
の
所
有
権
を
認
め
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
な
ど
の

吾6.
a岡

と
る
立
場
で
あ
り
、

い
わ
ば
「
二
重
帰
属
」
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
。
∞
の
∞
の
第
一
草
案
を
批
判
し
た
の

5
・
rは
、
こ
の
考
え
方
を
支
持

し
て
い
た
。
二
一
番
目
は
、
集
合
物
を
構
成
す
る
限
り
に
お
い
て
個
別
部
分
に
つ
い
て
の
第
三
者
の
権
利
が
一
時
的
に
停
止
す
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、

2
2
Z
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で

F
E
E
d弓
印

E
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、

第
一
の
考
え
方
は
実
体
法
上
集
合
物
を
独
自
の
権
利
客
体
と
は
見
な
い
態
度
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
、
第
三
の
考
え
方
は

独
自
の
権
利
客
体
と
見
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
集
合
物
を
実
体
法
上
も
権
利
の
客
体
と
し
て
捉
え
よ
う
す
る

(ω) 

後
者
の
二
つ
の
見
解
の
相
違
を
よ
り
具
体
的
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

(
出
)

ま
ず
、
第
二
の
見
解
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
の
一
切
の
集
合
物
論
が
基
礎
に
し
て
い
る
の
月
号
巾
の
見
解
に
つ
い
て
述
べ
る

0
2巾
岳
町
に
よ
れ

ば
、
集
合
物
と
は
、
「
継
続
的
な
共
同
目
的
に
よ
っ
て
客
観
的
に
結
合
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

(
位
)

扱
わ
れ
る
多
数
の
物
の
集
合
」
で
あ
る
。
実
際
の
集
合
物
の
例
と
し
て
、
群
畜

E
2号
)
、
農
場
属
具
(
の

E
Eロ〈
g
g「
)
、
図
書
館
(
巴

E
2
Z巴、

一
般
取
引
観
念
上
単
一
の
も
の
と
し
て
取

美
術
館
や
博
物
館
(
同

E
2
a
R
Z白
E
ユE
H
Z呂
田
ニ

Em)
、
商
品
倉
庫
(
者
向

g
Z同
町
「
)
を
挙
げ
る
。

2
2
f
に
よ
れ
ば
、
集
合
物
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
集
合
物
そ
れ
自
体
が

(
お
)

権
利
の
客
体
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
や
質
権
、
用
益
権
が
そ
の
上
に
存
し
う
る
し
、
集
合
物
自
体
の
占
有
も
可
能
と
な
る
。
ま
た
、

一
個
の
法
律
行
為
に
よ
り
処
分
さ
れ
、
単
一
の
法
律
効
果
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
個
物
全
て
を
そ
の
集
合
物
に
関
す
る
法
律

関
係
が
包
含
し
、
増
大
に
よ
っ
て
新
た
に
集
合
物
に
属
し
た
部
分
に
つ
い
て
直
ち
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
、
集
合

物
か
ら
分
離
さ
れ
た
個
物
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
法
律
関
係
が
及
ば
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

で
は
、
集
合
物
を
構
成
し
て
い
る
問
、
個
物
の
法
的
な
地
位
は
、

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
個
物
は
、
依
然
と
し
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(
担
)

て
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
権
利
客
体
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
集
合
物
自
体
の
権
利
関
係
と
は
別
に
、
所
有
権
や
質
権
、
用
益
権
の
客
体
と
な

る
こ
と
が
で
き
、

さ
ら
に
占
有
も
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
合
物
に
関
す
る
権
利
と
個
物
に
関
す
る
権
利
と
が
矛
盾
す
る
事
態
が
生

じ
う
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
個
物
に
関
す
る
法
律
関
係
が
集
合
物
上
の
そ
れ
に
優
先
す
る
。

(
お
)

他
方
、
第
三
の
見
解
で
あ
る

ω
o
z
-。者印
E
の
考
え
方
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
基
本
的
な
物
概
念
の
と
ら
え
方
の
点
で
、

彼
の
見
解
は
、
集
合
物
概
念
と
従
物
概
念
と
の
類
似
性
を
前
提
と
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

ω
o
r
c
Z話
回
竺
に
よ
れ
ば
、

集
合
物
と
従
物
の
聞
の
法
的
相
違
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
、
集
合
物
内
の
個
物
の
対
等
性
や
主
物
・
従
物
関
係
に
よ
る
従
属
性
が
法
的

な
効
果
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
集
合
物
と
主
物
・
従
物
と
は
い
す
れ
も
物
の
総
体
と
い
う
観
点
か
ら
は
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
す
る
。
ま
た
、
彼
は
、
有
体
物
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
で
集
合
物
概
念
を
認
め
な
い
切
の
∞
九

O
条
の
立
場
を
、
取
引
観
念
や
取

引
実
務
、
∞
の
∞
自
体
の
精
神
に
反
す
る
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
九

O
条
は
、

そ
の
系
譜
に
お
い
て
も
ロ

l
マ
法
の
誤
っ
た
継

受
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

ロ
ー
マ
法
時
代
に
は
そ
の
よ
う
な
命
題
が
存
し
な
い
と
す
る
。

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

次
に
、

ω
o
E
-
0
5
E
の
集
合
物
概
念
の
具
体
的
な
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
集
合
物
自
体
は
、
占
有
の
客
体
と
な
り
え
な
い
。

こ
れ
は
、
概
念
に
は
物
理
的
な
力
が
及
ば
な
い
た
め
に
、
占
有
の
基
礎
で
あ
る
事
実
支
配
の
対
象
が
あ
く
ま
で
集
合
物
を
構
成
す
る
個
物
に

の
み
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
集
合
物
に
つ
い
て
の
所
有
権
や
用
益
権
、
担
保
権
は
、
肯
定
す
る
。
こ
の
う
ち
、
集
合
物
に
つ
い

て
の
所
布
権
の
根
拠
は
、
集
合
物
全
体
の
所
有
物
回
収
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
集
合
物
に
つ
い
て
の
担
保
権

の
根
拠
の
方
は
、
従
物
に
主
物
の
担
保
権
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
導
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
基
本
的
な
物
概
念
の
と
ら
え
方
に

つ
い
て
述
べ
た
際
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

F
r
o
-
0
4〈
印
宮
の
見
解
が
集
合
物
と
従
物
を
物
の
結
合
と
い
う
点
で
共
通
し
て
と
ら
え
て
い

る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

(
お
)

で
は
、
逆
に
、
集
合
物
内
の
個
物
の
法
的
な
地
位
を
ど
の
れ
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

F
r
o
-
o耳
∞

E
は
、
本
質
的
構
成
部
分
と
物
の
総
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説

体
に
帰
属
す
る
有
体
物
と
の
聞
に
は
原
理
的
な
相
違
が
存
在
じ
な
い
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
個
物
が
集
合
物
内
に
存
す
る
限
り
、
独
自
の
用

益
権
や
担
保
権
の
客
体
と
な
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、

2
2
Z
の
見
解
の
よ
う
な
二
重
帰
属
を
認
め
な
い
。
ま
た
、
集
合
物

言冷

内
に
他
人
の
所
有
物
が
混
入
し
た
場
合
に
は
、
本
質
的
構
成
部
分
に
お
け
る
理
論
を
参
照
し
て
、
そ
の
物
が
集
合
物
内
に
存
す
る
限
り
、

(
幻
)

の
物
の
所
有
権
は
休
眠
す
る
。
こ
の
結
果
、
こ
の
物
の
所
有
者
は
、
自
己
の
所
有
物
の
分
離
と
返
還
を
請
求
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
か
ら
、
集
合
物
概
念
と
い
っ
て
も
、

そ
の
内
容
の
点
で
か
な
り
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
集
合
物
そ
れ
自
体

が
独
自
に
権
利
の
客
体
と
な
り
う
る
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
を
集
合
物
論
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

2
2
E
も

Fro-o当
日
竺
も
集
合
物
論
者

で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
、
と
り
わ
け
集
合
物
内
の
個
物
の
法
的
地
位
に
関
し
て
は
、
両
者
の
考
え
方
は
正
面
か

(
お
)

ら
対
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

2
2
Z
が
個
物
と
集
合
物
の
い
ず
れ
に
も
所
有
権
や
そ
の
他
の
物
権
の
成
立
を
認
め
、
そ
の
調
整
と
し
て

個
物
の
法
律
関
係
が
優
先
す
る
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、

F
r
o
-
2∞
笠
は
、
個
物
に
つ
い
て
所
有
権
以
外
の
権
利
の
成
立
を
否
定
し
、

所
有
権
も
ま
た
休
眠
す
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

い
ず
れ
の
考
え
方
に
も
若
干
の
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
前
者
の
の
芯
「
『
の
見
解
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
限
り
、
集
合
物
を
そ
れ
自
体
把
握
す
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

ま
た
把
握
す
る
こ
と
で
ど
の
程
度
の
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
が
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
き
は
、
右

の
よ
う
に
実
際
の
効
果
の
点
で
疑
問
は
残
る
け
れ
ど
も
、

一
応
「
一
体
性
」
と

「
流
動
性
」
を
確
保
し
う
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
集
合
物
の
法
律
関
係
と
個
物
の
法
律
関
係
と
を
二
重
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、

r
z

-
O
話
回

E
の
見
解
に
対
し
て
は
、
個
物
に
つ
い
て
の
担
保
権
を
認
め
な
い
と
か
そ
の
従
前
の
所
有
権
が
休
眠
す
る
と
い
う
考
え
方
で
は
、
荷

品
在
庫
を
念
頭
に
置
け
ば
、
実
際
の
経
営
活
動
か
ら
み
て
集
合
物
の
所
有
者
な
い
し
担
保
権
者
の
権
利
が
強
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、

Fro-o毛田
E
の
見
解
は
、

い
わ
ば
集
合
物
自
体
を
概
念
上

(
お
)

の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
ま
る
で
現
実
に
存
在
す
る
一
個
の
有
体
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、

そ
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」
の
見
解
に
よ
る
と
き
は
、

い
わ
ゆ
る
「
一
体
性
」

は
確
保
さ
れ
る
が
、
「
流
動
性
」
な
い
し
「
変
動
性
」
を
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ

と
に
な
る
。

ま
と
め

集合財産担保に関する基礎的考察(一)

(ω) 

し
か
し
な
が
ら
、
∞
の
切
の
制
定
の
際
に
集
合
物
概
念
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
つ

(
H
U
)
 

ま
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
は
、
右
で
述
べ
た
よ
う
な
集
合
物
概
念
を
否
定
し
て
、
そ
れ
が
物
権
の
客
体
と
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
叩

(
必
)

そ
の
根
拠
は
、
集
合
物
と
は
、
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
有
体
性
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
集
合
物
が
物
で
な

い
こ
と
か
ら
、
担
保
権
や
用
益
権
が
設
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
集
合
物
に
帰
属
す
る
個
物
を
客
体
と
す
る
と
看
倣
さ
れ
る
こ
と
に

(

刊

日

)

な
る
。
ま
た
、
集
合
物
自
体
の
占
有
や
所
有
権
も
認
め
ら
れ
ず
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
個
物
が
そ
れ
ら
の
対
象
と
な
る
。

こ
の
∞
の
切
の
立
場
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

日

N
(
U
C
『
門
・
〈

-
N
ω
目

H
N
H
m
w
O
N
d問

N
ω

高
品
N

∞¥
O
N
-

河の
N

印

ω
-
N
H

∞

事
案
は
、
木
材
倉
庫
(
図
。
-NEm巾
「
)

に
質
権
が
設
定
さ
れ
た
後
、
倉
庫
の
所
有
者
(
債
務
者
)

が
破
産
し
た
。
破
産
管
財
人
か
ら

そ
の
質
権
の
有
効
性
が
問
題
と
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
∞
の
∞
が
集
合
物
の
質
入
に
つ
い
て
の
規
定
を
有
さ
ず
、
動
産
質

の
規
定
の
み
を
有
す
る
こ
と
、
∞
の
∞
の
用
語
法
に
よ
っ
て
動
産
で
あ
る
の
は
、
有
体
物
だ
け
で
、
集
合
物
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
理

(
必
)

由
に
、
集
合
物
に
つ
い
て
の
質
権
の
成
立
を
百
定
し
て
い
る
。

(
必
)

そ
の
後
も
こ
の
立
場
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

(
必
)

な
お
、
有
体
物
で
あ
る
か
否
か
は
、
自
然
科
学
的
な
基
準
だ
け
で
は
な
く
、
取
引
観
念
に
も
関
係
す
る
。
こ
の
た
め
、
砂
粒
や
ト
ラ
ン
プ
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説

の
カ

l
ド
の
よ
う
に
個
々
の
部
分
だ
け
で
は
何
ら
の
価
値
も
有
さ
ず
、
あ
る
程
度
の
数
が
集
ま
っ
て
初
め
て
取
引
上
考
慮
さ
れ
る
べ
き
価
値

を
有
す
る
物
は
、

そ
の
全
体
こ
そ
が
有
体
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
群
畜
の
よ
う
に
構
成
す
る
個
々
の
物
そ
れ

(
灯
)

そ
の
集
合
体
自
体
が
物
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

き4
n間

自
体
に
取
引
価
値
の
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
個
物
が
権
利
客
体
と
し
て
の
物
で
あ
っ
て
、

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
た
一
個
の
物
の
み
が
物
権
の
客
体
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
通
説
・
判
例
の
立
場
は
、
結
局
、
人
が
外
部
的
な
自
然
の
一
部
を
直
接
的
に
支
配
で
き
る
こ
と
に
物
権
の
客
体
と
し
て
の
適

(
必
)

格
性
を
求
め
る
立
場
に
基
く
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
た
め
に
、
無
体
物
と
同
様
、
現
実
の
支
配
可
能
性
を
有
し
な
い
集
合
物
は
、
権
利
、
と

(
羽
)

り
わ
け
物
権
の
客
体
に
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
物
と
は
有
体
物
で
あ
る
と
い
う
の
が
∞
の
切
の
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
の
立
場
は
、
判
例
・
学
説
に
よ
っ
て
現
在
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
集
合
物
は
物
権
の
客
体
と
な
ら
ず
、

と
り
わ
け
集
合
物
自

体
の
占
有
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
集
合
動
産
の
譲
渡
担
保
な
ど
の
集
合
財
産
担
保
を
考
え
る
に
際
し
で
も
あ
く
ま
で
集
合
物
概

念
を
用
い
な
い
ド
イ
ツ
法
の
基
底
に
存
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

、伍(
1
)
こ
れ
が
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
一
草
案
七
七
八
条
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日

本
近
代
立
法
資
料
叢
書
日
法
典
調
査
会
民
法
主
査
曾
議
事
速
記
録
』
五
九
三
一
頁
(
商
事
法
務
研
究
会
、
昭
六
三
)
ゃ
、
平
野
義
太
郎
「
民

法
の
変
遷
総
則
編
の
お
け
る
若
干
の
問
題
」
『
日
本
資
本
主
義
社
会
と
法
律
平
野
義
太
郎
日
本
資
本
主
義
研
究

E
』
一

O
九
頁
(
法
政
大

学
出
版
局
、
昭
四
六
)
、
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
(
法
律
学
全
集
口
)
』
一
回
二
頁
(
有
斐
閣
、
昭
四
O
)
、
原
因
慶
土
口
「
日
本
民
法
典
の
史
的
素

描
』
四
O
頁
(
創
文
社
、
昭
二
九
)
な
ど
の
文
献
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

(2)
こ
こ
で
「
原
則
と
し
て
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
砂
や
石
炭
、
穀
物
の
よ
う
に
一
定
量
の
存
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
一
個
L

と
取
り
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集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

扱
わ
れ
る
種
類
の
物
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
物
の
個
数
の
決
定
は
、
取
引
観
念
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
集
合
物
と
単
一
物
と
の
区
別
そ
れ
自
体
も
、
自
然
科
学
的
で
物
理
的
な
物
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
取
引
観
念
に
よ
っ
て

行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
後
掲
注
(
必
)
お
よ
び

(
U
)
参
照
)
。

(
2
a
)
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
概
念
、
と
り
わ
け
集
合
物
概
念
を
検
討
し
た
も
の
に
、
古
積
健
三
郎
「
『
流
動
動
産
譲
渡
担
保
』
に
関
す
る
理
論
的
考

察
二
)
」
論
叢
二
二
三
巻
二
号
一
六
頁
以
下
(
平
五
)
が
あ
る
。

な
お
、
こ
の
古
積
論
文
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
を
一
体
性
と
変
動
性
の
矛
盾
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

前
提
と
し
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
合
物
概
念
を
検
討
し
、
そ
の
非
論
理
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
他
方
、
本
論
文
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
限

ら
ず
、
よ
り
広
く
集
合
財
産
担
保
諸
制
度
を
比
較
検
討
す
る
前
提
と
し
て
集
合
物
概
念
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
論
理
的
な
側
面
だ
け
で
は
な
く
、

歴
史
的
な
概
念
の
変
遷
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
財
産
の
集
合
体
を
担
保
に
供
す
る
際
に
集
合
物
概
念
を
用
い
る
こ
と
の
可
否
と
そ
の
理

由
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
f
g
℃『

U-
号

=
E召

(2・
ω)
。
船
田
亨
二
『
ロ

l
マ
法
第
二
巻
』
一
一
一
一
一
七
頁
(
岩
波
書
応
、
改
版
、
昭
四
四
)
。

(
4
)
原
田
慶
吉
守
口

1
マ
法
』
七
五
頁
(
有
斐
問
、
改
訂
版
、
昭
三

O
)
や
船
田
・
前
掲
注

(
3
)
一
一
一
一
一
七
頁
。

(
5
)
円・

ω

。間
M
・
O
-
己
巾
戸
由
民
「
℃
(
品

f
ω
)
。

(
6
)
船
田
・
前
掲
注

(
3
)
三
一
一
九
頁
、
三
七
八
頁
、
三
七
九
頁
注

(
5
)
、
原
田
・
前
掲
注

(
1
)
四
四
頁
注
(
叩
)
。

な
お
、
原
田
・
前
掲
注

(
1
)
四
四
頁
注
(
叩
)
に
よ
れ
ば
、
総
財
産
の
上
に
用
益
権
が
設
定
さ
れ
て
も
財
団
自
体
に
一
個
の
用
益
権
が
成

立
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
財
産
に
つ
い
て
多
数
の
用
益
権
・
準
用
益
権
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
船
田
・
前
掲
注

(
3
)
三
七

八
頁
注

(
5
)
は
、
集
合
物
に
つ
い
て
所
有
物
回
収
訴
訟
が
成
立
す
る
の
は
、
集
合
物
自
体
の
占
有
を
線
拠
と
せ
ず
、
便
益
を
理
由
と
す
る
と

述
べ
て
い
る
。

な
お
、
群
畜
が
質
権
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
と
し
て
、

-
Z
官・

0

含
空
間
口

(
N
0

・H
)

が
あ
る
。
こ
の
法
文
に
よ
れ
ば
、
群
畜
が
質
入
れ
さ

れ
た
場
合
、
後
に
生
ま
れ
た
若
年
の
家
畜
も
ま
た
そ
の
責
任
範
囲
に
含
ま
れ
、
さ
ら
に
従
前
の
全
て
の
動
物
が
死
滅
し
、
群
玄
田
が
新
た
に
構
成

さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
群
畜
は
依
然
質
権
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、

E
G
E
出
血

B
g
q
'

M
E
P
U
5
国
市
『
号

E
B
B
-呂
町
巾
口
問
巾
門
戸
呂
叶
印
・

ω

広三円(。。門
z
z
q
g
E
-
S
N
E『
宮
内

F
Z問巾印円
E
S
Z
E
-
H
H
)
参
照
。

こ
の
他
、
群
畜
で
は
な
い
が
、
債
務
者
が
庖
舗
を
質
入
れ
し
た
後
、
そ
の
債
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
時
点
で
庖
舗
内
に
存
す
る
商
品

北法45(4・81)609



。
円
由

(
N
∞
・
司
)
甲
山
吉
寸

与ミ寝耳r-<ヰ二杓ヰ~{!-\J\tf尽さ主令ロート:史料込はW~時 (1. 34 pr. D. de pign. (20. 1))。

ω .;q'キ軍司口容量三φ'Rロート:挺14ヰエ νλJ8 吋 ~Ç':l ~妥.Ç'$l.，Q .'i二 ν エ -i-! 8 -R~ やエ ν 士主"~心，吋~' G凸ppert，Uber einheit-

liche， zusammengesetzte und Gesammtsachen， 1871. '¥l<J総監8'J--'Jo 

(ト)Otto von Gierke， Deutsches Privatrecht， Bd. 2. Sachenrecht， 1905， S. 49.; Rudo¥f Hubner， Grundzuge des Deutschen Privat-

rechts， 5. Aufl. ， 1930， S. 196. 

(∞) Bernhard Windscheid， Lehrbuch des Pandektenrechts， Bd. 1.， 7. Aufl.， 1891， S. 394 Anm. 5. ti' • J 8 • J --'J '\l<J~漂Jν ，;""。

(∞) Wir凶 cheid，a. a. 0.， (Anm. 8) ，S. 394 

(;::) Heinrich Dernburg， Pandekten， Bd. 1. Allgemeiner Theil und Sachenrecht， 3. Aufl.， 1892， S. 160 Anm. 6. 

(;:::::) Joseph Unger， System des凸sterreichischenallgemeinen Privatrechts， Bd. 1.， 2. Aufl.， 1863， S. 477 ff.; Alois Brinz， Lehr-

buch der Pandekten， Bd. 1.， 1873， S. 545.; Franz F凸rster/M.E. Eccius， Theorie und Praxis des heutigen gemeinen preu-

βischen Privatrechts， Bd. 1.， 5. Aufl.， 1887， S. 104 Anm. 2.; G凸ppert，a. a. 0.， (Anm. 6)， S. 94 ff必λJti'味。零時>.<;;'，也栓申

書芸{Jll 8鍵~~栓ムJ~ \J穏走 ν エャエ。

ω.;q'滅。奪三区十時羽田明土凶作活8Qミ毎日。ェ νti'Windscheid， a. a. 0.， (Anm. 8)， S. 394 Anm. 5.; Gierke， a. a. 0.， (Anm 

7)， S. 51 Anm. 9. 総lE~8'J --'J。

(出)Windscheid， a. a. 0.， (Anm. 8)， S. 395 f. 

(;:;) -i-!--'Jペ~' F. G. P凹 hta，Pandekten， 12. Aufl.， 1877， S. 189 f.; Ludwig Arndts， Pandekten， 14. Aufl.， 1889， S. 248 f.; Paul 

Sokolowski， Die Philosophie im Privatrecht， Bd. 1.， 1907 (Neudruck 1959)， S. 395 ぷ ~ti" 滅。零ゐ索叩~屯~8色事故--'J{書

官-Q)j--'J'¥l<J陶{1!Pν エ時。

(ヨ .J8'J --'J'\l<J屋31i謀漂Jν 二子Z' ''''8 --'J~ νF 獲E芝山;gそく~*菰組重~.qo ;l;fj 8~.g~~ 11111 l眠(探検~~' ~同 4く)込崎玲。

ヤ.;q'C. F. Muhlenbruch， Lehrbuch des Pandekten-Rechts， 2. Theil， 3. Aufl.， 1840 (Nachdruck 1983)， S. 38 f. ti' さ~鍵

e ス士ミ.t:\þ-一七ミムJ~ 刊さ~ま字毎l腿i信鍵 (rei vindicatio) ゐ細1早厚相J.<;;'，伶--'J7ヨ'(ν エトQO 制-i-!'Brinz， a. a. 0.， (Anm. 11)， S 

472. ti'医健察医logl憶鑓8':!!-R ~l在~健医'\l<J絡むν 二時。

(巴)Dernburg， a. a. 0.， (Anm. 10)， S. 160 f.; Forster/Eccius， a. a. 0.， (Anm. 11)， S. 104 Anm. 2 
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集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

(日
)
C
M
門
巾
「
吋
∞
の
・
回
・
山
ω
O
N
一
印
m
w
n
F
M
ロ
の
回
間
。
N
口
・
一
切
ロ
プ
司
ロ
ヱ
包
ロ
巾
印
σ
E
・
岡
市
ユ
一
門
町
内
ロ
の
2
m
R
u
z
n
U
印
冨
「
門
目
白
凹
穴
D
E
間
『
包
門
町
田
即
日
『
角
川
『
口
抑
-
H
印
日
・

(
口
)
忌
C
E
〈
巾
N
E
B
開
口
同
者
ロ
ユ
内
企
ロ
目
印
σ
昏
『
問
巾
「
z
n
F
巾
ロ
の
巾
印
叩
け
N
σ
巴
門
町
印
同
=
『
【
】
回
目
宍
D
E
同
『
2
n
z
∞
mw
可
巾
「
口
(
司
C
『
門
田
町
仲
N
E
口
問
)
-
H
∞
め
品
・
ω
印
・
5
2
2
門
町
ロ
円
}
向
。

司
コ
〈
同
門
『
市
内
『
庄
内
}
戸
市
吋
同
a
F
E
E
C
C
ロ
S
E
E
開
己
主
主
巾
門
常
的
H
U
-
U
Z
E
E
R
F
E目

ω・

5
叶

ω
-
m
E
印
は
、
こ
の
よ
う
な
「
二
重
構
成
」
を
集

合
物
概
念
の
持
つ
実
際
上
の
意
義
の
一
つ
に
あ
げ
て
い
る
。

な
お
、
同
書
が
挙
げ
る
も
う
一
つ
の
意
義
は
、
集
合
物
そ
れ
自
体
が
法
律
行
為
や
占
有
・
所
有
権
等
々
な
ら
び
に
訴
求
の
客
体
と
な
り
う
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
国
)
第
一
草
案
七
七
八
条
「
本
法
に
お
い
て
物
と
は
有
体
的
目
的
の
み
を
い
う
」

-
U
S
E
D
E
』
O
E
c
d
〈
に
よ
り
起
草
さ
れ
た
物
権
法
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「
部
分
草
案
」
に
は
、
こ
の
条
文
に
相
当
す
る
条
項
は
な
か
っ
た
。
こ
の

条
項
は
、
部
分
草
案
の
審
議
の
過
程
に
お
い
て
提
案
さ
れ
、
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
提
案
理
由
に
よ
る
と
、
こ
の
提
案
は
、
「
物
」
と

い
う
表
現
が
二
つ
の
意
味
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
予
防
し
、
不
明
確
な
定
義
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
(
〈
包
ロ
ミ
己

評
百
三
円
F
y
r
c
σ
凹
¥
巧
m
g
q
p
z
z
ユ
(
F
Z
伺
)
・

0
お
ロ
巾
『
国
吉
口
問
ι
g
E
「
岡
町
ユ
片
F
E
P
E
N
F
5
z
s
a
丘
町
呂
田
三
日
円
宮
「
N
=
印
白
B
B
g
回
三
]
巴
口
四

角
栄
山
田
・
ロ
ロ
〈
2
・
0
民
巾
ロ
己
目
内
宮
市
ロ
ρ
=
丘
一
冊
ロ
・
〉
-
K
2
国
内
出
口
巾
「
、
H，
g
一
間
制
H
t
N
品

(
)
a

吋

2
5
ι
-岨

H
m
w
∞
印
ヨ
印
品
N
め
円
)
。

な
お
、
』
O
E
c
d
〈
に
よ
る
「
部
分
草
案
」
の
一
四
条
は
、
物
理
的
に
結
合
し
て
い
な
い
複
数
の
物
を
共
通
の
名
称
に
よ
っ
て
表
示
す
る
こ
と
で
、

集
合
物
自
体
が
権
利
の
客
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
τ
z
d
々
は
、
あ
く
ま
で
も
個
物
が
権
利
の

客
体
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
規
定
自
体
が
第
二
早
案
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
有
体
物
の

み
を
権
利
の
客
体
と
す
る
草
案
の
立
場
は
、
こ
の
七
七
八
条
の
み
で
十
分
明
確
に
な
る
た
め
、
集
合
物
に
関
す
る
規
定
を
必
要
と
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
(
〈
四
一
ζ
2
2
m
N
E
己
E
何
尽
き
』
『
同
市
巾
5
2
∞
可
%
z
n
z
g
C
2
2
N
宮
内
町
内
回
苫
『
E
目
。
2
門
的
円
Z
F
E
f
E
ω
∞
R
Z
R
2
Z
・

ω
N
∞
t
ω
。
・
・
5
…
ロ
-

Y
向
口
問
一
宕
ロ
(
F
a
t
-
U
Z
四
目
印
国
百
円
巾
ロ
宮
山
片
巾
「
戸
田
}
戸
巾
ロ
N
E
E
∞
E
「
岡
市
ユ
-
円
宮
口
の
2
巾
門
N
σ
=
門
戸
∞
己
・
ω
・
'
H
∞
也
市
Y

∞
-
H
岱
門
[
以
下
、

な
玄
巴
同
色
白
戸
沼
C
C
5
3
で
引
用
す
る
]
)
。

ま
た
、
こ
の
』

o
g耳
に
よ
る
部
分
草
案
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
(
幻
)
参
照
の
こ
と
。

さ
ら
に
、
切
の
∞
編
纂
過
程
に
お
け
る
こ
の
部
分
草
案
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
田
中
克
志
「
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
不
動

産
担
保
法
の
形
成
過
程

(
1
)
」
富
大
経
済
論
集
二
四
巻
二
号
二

O
六
頁
以
下
(
昭
五
三
二
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(
川
口
)
云
ロ
向
島
g
-
ζ
2
2
0
回
己
・
ω
噂
印
回
目

北j去45(4・83)611 
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円
坦
(
申
∞
・

3
3山
崎
封

(日)Mugdan， a. a. 0.， (Anm. 19)， S. 1 

ぷ~' ...， (1当&}さ~~~耳lagl栓鍵己主語主主Jν ニ ~fさ健蝶露骨~i己「倒諮-\þ(届起J .lj I境g~定説J '¥ld や C +t餌ムJ が時吋小!.1~若干

~..lJ;小容器型軽{r~C 弘司tnIi'!~(\.:;. ν 士!' ~~~'疑三王・ lirr;~:記(ヱ) 1111川出兵吋ゐ 1111;:;;回， 1同 1~:出(出) 与~~諜J

bノエトQO

制-¥..l' 禁g~$tl.lj察当単語H~C mE~~ (¥二 ν:t!'葉樹性ト「零製品4曜ま C~計三国持主とよJ 套2縫 Q 君主主主主記」定|且±制作主要棺 1 網 1 1 aト11-¥-1

1-11<0国 (mll-1く) 命感田回目矧「鰹終選軍{r~C-il1世.lj[!Jt( lilt~ 1 11(ー1111回(惚秘密'盟同gr) ~君主J "Ilにl~秘密~C IJ心。

(;.j) Mugdan， a. a. 0.， (Anm. 19)， S. 16. 

(~) Mugdan， a. a. 0.， (Anm. 19)， S. 33 

(お)Karl Jakubezky， Bemerkungen zu dem Entwurfe eines Burg巴出chenGesetzbuches fur das Deutsche Reich， 1892， S. 187 f.; 

Derunburg， a. a. 0.， (Anm. 10)， S. 160 f. 1 J C頃:t!'ヤやは'獲ミ・ jirr;聴:現(ヱ) 1・中同岡(ゐ Jakubezky，a. a目 O.'¥ld;U:;座Jν'
将漂Jν二時。

...， (1 .lj...，' Jakubezky， a. a. 0 為ζ使令~ Dernburg， a. a. O.笠' キ棋やま手団法 ~(\.:;.νiさ~~撃'\ld稲-Q ~IJ .lj~-il1己~思王手伝

~榊.lj C~C~雲持品'*~~~~V'ど-Q ~'地帯やま字せd限-Q~~ 士 L」 34h 布二 IJ .lj'\ld~漂Jν~ 三，韮~革製~欄や〉烈照権併せに}
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L41支i主，.:， ~.lj .:;..Ç'恵国為~í'~吋小~!Hq~ 与二時。
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(hrsg.)， Plank's Kommentar" ~;U:;æ::い~])。

(罰)Otto von Gierke， Der Entwurf eines burgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche Recht， 1889， S. 284 ff 

(自)Kloppel， Entwurf eines burgerlichen Gesetzbuchs fur das deutschen Reich， Gruchot Bd. 32， 1888， S. 651 

(~) Protokolle der Kommission fur die zweite Lesung des E日twurfsdes Burgerlichen Gesetzbuchs， Bd. 3. Sachenrecht. S. 
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集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

(

幻

)

日

U
S
E
-己
]
D
F
2・
∞
宮
町
内
口
『
町
内
宮
・
切
開
問
「

E
E
Z
-
E∞0
・
m・
2
1
2・
E-
者

g
q
w
z
zユ
(
『
「
回
開
・

)-05
ぐ

Dユ
担
問
自
己

q
F
E
E
2
2
E『

去
巾
巾
吋
印
庁
内
問
。

ggZFO口
NE円
〉
己
目
白
『

σ
2
Z口
開
会
w

印
刷
三
者
巳
「
問
的

2ロ
巾
∞
∞
ロ
『
明
町
三
斥
}
】
巾
ロ
の
巾
印
巾
門

Nσ
口口

F
2・∞釦円
F
S『
冊
円
宮
叶

2
-
y
同。∞

N-
∞-
H

∞
斗
円
[
以

下
、
必
口

Fzum2・〈
O『-担問
2
3
で
引
用
す
る
]
こ
れ
は
、
第
一
委
員
会
以
前
の
部
分
草
案
に
つ
い
て
の
理
由
書
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

(
お
)
印
円
甘
口
町
内
ユ
-
〈
C

ユ白岡市ロ・

ω
H
∞叶・

な
お
、
特
定
性
の
原
則

(ω
胃

N
E
E
Z℃コロ
NG)
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

2
2
r
p
山
由

0
・
(
〉
ロ
ヨ
叶
)
・

ω
∞
ち
参
照
。

(
却
)
た
と
え
ば
、

E
E
-
0
2
5
g
p
N
z
g
同州市内

F
Z胃
oZ巾
自
己
巾
『
印
山
内

Z
m
g
E
F
2・〉門司

ZAF
∞∞・

2
は
、
第
三
者
の
物
が
集
合
物
の
な
か
に
含

ま
れ
て
い
る
場
合
の
取
り
扱
い
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
本
丈
で
記
述
し
た
三
分
類
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
や
は
り
、

2
2
Z
の
見
解
と

∞
D
E
E
d〈印
E
の
見
解
と
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。

(
叩
)
わ
が
国
で
、

2
2
Z
の
集
合
物
概
念
だ
け
で
な
く
、

p
r
o
-
D
5
E
の
見
解
を
も
含
め
て
紹
介
し
て
い
る
も
の
に
、
古
積
・
前
掲
注

(
2
a
)

二
O
頁
が
あ
る
。

(
但
)
こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
、
集
合
物
概
念
を
強
く
主
張
さ
れ
た
我
妻
博
士
が
、
こ
の

2
2・r
巾
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
我
妻
栄
「
集
合
動
産
の
譲
渡
担
保
に
関
す
る
エ
ル
ト
マ
ン
の
提
案
」
法
協
四
八
巻
(
四
号
二
良
)
四
六
五
頁
(
昭
五
)
[
同
『
動

産
抵
当
制
度
』
七
頁
以
下
(
効
草
書
一
房
、
昭
一
一
一
一
一
)
所
収
]
。

な
お
、

E
R
Z
の
物
概
念
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
の
物
概
念
に
関
す
る
議
論
を
整
理
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
曾
田
厚
「
物
の
抽
象
性
と

有
体
性
(
一
)
(
二
・
完
)
」
法
協
九
一
巻
(
三
号
八
五
頁
以
下
)
四
五
三
一
頁
以
下
、
九
一
巻
(
四
号
四
二
頁
以
下
)
六
一
四
頁
以
下
(
昭
四
九
)

が
あ
る
。

(
M
M
)

の同巾『}内戸田
E

白・
0
・
・
(
〉
ロ
ヨ
叶
)
・

ω
印N

な
お
、
こ
こ
で
挙
げ
た
定
義
は
、
い
わ
ゆ
る
有
体
的
集
合
物
(
ま
『
宮
ユ
お
宮
の

g
白
星
回
回
忌
巾
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
虫
色
宮
は
、
集
合

物
を
、
こ
の
有
体
的
集
合
物
と
無
体
的
集
合
物

(
E
E『司
q
f
z
p
g
E
g
S巾
)
と
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
無
体
的
集
合
物
と
は
、
権
利

な
ど
の
無
体
物
や
有
体
物
か
ら
な
る
集
合
物
を
指
す
。
〈

m
F
2
2
F
P
白'
O
-
(
〉
ロ
ヨ
寸
)'ω
・
2
B
弓

(
お
)
の
は
「
r
A
Y

白
血
。
3

(

〉ロ
B-
叶)・

ω・
印
品
目

(
弘
)
の
田
市
『

rp
白
血

0
・
・
(
〉
ロ
ヨ
・
叶
)
噂
∞
・
印
印
『
・
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(詔)Sokolowski， a. a. 0.， (Anm. 13)， S. 398 f. 
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mut Kohler， BGB' Allgemeiner Teil， 19. Aufl.， 1986， S. 94. u. S. 96.; Heinrich Lehmann/Heinz Hubner， Allgemeiner Teil des 

Burgerlichen Gesetzbuches， 16. Aufl.， 1966， S. 374.; Bernd Ruthers， Allgemeiner Teil des BGB， 7目 Aufl.， 1989， S. 73 f.; 

So巴rge¥!Siebert.Muhl，a. a. 0.， (Anm. 41)， ~ 90 Rdn. 1， S. 574.; Brox， a. a. 0.， (Anm. 43)， S. 311.; J. Staudingers Kommentar 

zum Burgerlichen Gesetzbuch， Bd. 1. ~~ 90-240， 12. Aufl.， Vorbem zu ~ 90 Rdn. 8， S. 5. [Hermann Dilcher]; Munchener. 

Holch， a. a. 0.， (Anm. 41)， ~ 90 Rd日目 12，S. 705. 
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Strohal (hrsg.)， Plank's Kommentar， a. a. 0.， (Anm. 23)， S. 10.; F. Endemann， Lehrbuch des Burgerlichen Gesetzbωh， Bd. 2.， 

8. u. 9. Aufl.， 1905， S. 7 ff.; Enneccurus/Nipperdey， a. a. 0.， (Anm. 41)， S. 456 f.; Martin WolfflLudwog Raiser， Sachenrecht， 

10. Aufl.， 1957， S. 8.; Justus Wilhelm Hedemann， Sachenrecht des Burgerlichen Gesetzbuches， 3. Aufl.， 1960， S. 20.; Hans 

Theodor Soergel/Wolfgang Siebert (hrsg.)， Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch， Bd. 6.， 12. Aufl.， 1989， Einl. Rdn. 8， S. 
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説

ま
た
、
権
利
客
体
と
し
て
の
物
を
外
界
の
一
部
で
あ
る
と
捉
え
る
の
が
、
同
サ
『
見
込
ユ
円
}
】
(
リ
白
ユ
〈

S
F
2間
口
予
∞

3
Z自
己

g
Z
E
H問
g
m
c

g
目
的
円
宮
口
問
R
F
F
回門
-

H

J

H

∞品(}・

ω
ω
ω
∞
・
に
始
ま
る
こ
と
は
、
曾
回
・
前
掲
注
(
担
)
四
六
八
頁
が
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
、

ω
曲
三
間
口
予
回
・
白

O

の
翻
訳
と
し
て
、
小
橋
一
郎
訳
『
サ
ヴ
ィ
ニ

l
現
代
ロ

l
マ
法
体
系
第
一
巻
』
(
成
文
堂
、
平
五
)
が
あ
る
。

(
叫
)
た
と
え
ば
、
曾
田
・
前
掲
注
(
紅
)
四
五
九
頁
l
四
七
三
頁
は
、
ロ
ー
マ
法
で
は
、
無
体
物
も
有
体
物
と
同
じ
く
物
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い

た
が
、
普
通
法
時
代
に
次
第
に
無
体
物
が
物
と
し
て
観
念
さ
れ
な
く
な
り
、
有
体
物
が
原
則
的
な
権
利
客
体
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

他
方
で
、
集
合
物
を
物
と
認
め
な
い
立
場
の
背
後
に
は
物
権
概
念
自
体
の
変
遷
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
も
の
に
、
瀬
川
・
前
掲
注
(
日
)
一

三
三
頁
お
よ
び
一
三
九
頁
、
一
四
五
頁
が
あ
る
(
前
掲
注
(
却
)
参
照
)
。

な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
所
有
権
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
鎌
野
邦
樹
「
近
代
ド
イ
ツ
法
学
に
お
け
る
所
有
権
概
念
の
変
遷
1

土
地
所
有

権
法
研
究
序
説
」
早
大
大
学
院
法
研
論
集
三

O
号
七
一
頁
以
下
(
昭
五
八
)
、
川
角
由
和
「
近
代
的
所
有
権
の
基
本
的
性
格
と
物
権
的
請
求
権

と
の
関
係
(
一
)
ー
そ
の
序
論
的
考
察

l
」
九
大
法
学
五

O
号
六
一
頁
以
下
(
昭
六
O
)
、
と
り
わ
け
六
八
頁
か
ら
九
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

論

第
三
節

括

以
上
の
第
一
節
と
第
二
節
の
考
察
か
ら
、
次
の
二
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
集
合
物
が
権
利
客
体
と
し
て
否
定
さ
れ
た
の
に
は
、
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(1) 

概
念
の
と
ら
え
方
の
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
物
権
概
念
の
変
遺
で
あ
る
。
前
者
は
、

2
2
Z
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
科
学
的
・

第
一
に
、

一
つ
は
、
物

物
理
的
な
基
準
に
よ
っ
て
物
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
に
∞
の
切
の
第
一
草
案
が
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
立
場
は
、

(
2
)
 

取
引
観
念
を
も
加
味
し
て
物
の
個
数
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
た
と
え
ば
群
苔
の
場
合
、

北法45(4・88)616



や
は
り
個
別
の
動
物
に
取
引
価
値
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
全

体
を
一
個
の
物
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
、
「
2

2ロ
色
克
巳
5
を
中
心
に
所
有
権
を

(
3
)
 

そ
れ
が
物
に
対
す
る
直
接
支
配
性
と
そ
れ
に
基
づ
く
絶
対
性
を
中
心
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結

方
で
物
理
的
な
基
準
に
よ
り
複
数
の
物
と
さ
れ
、
他
方
取
引
観
念
か
ら
み
て
も
、

考
え
て
い
た
の
に
、

局
、
切
の
回
制
定
以
前
に
集
合
物
概
念
が
普
通
法
学
や
諸
法
典
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、
現
実
の
支
配
、
す
な
わ
ち
占
有
が
可
能

で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
訴
訟
法
式
の
点
で
敢
格
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
困
難
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

切
の
切
に
お
い
て
直
接
支
配
を
中
心
と
す
る
物
権
概
念
と
自
然
科
学
的
な
観
点
か
ら
の
物
概
念
と
を
前
提
と
す
る
考
え
方
に
立
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。

第
二
は
、

わ
が
国
の
現
行
民
法
典
が
集
合
物
概
念
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
∞
の
∞
第
一
草
案
七
七
八
条
に
な
ら
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
る

ほ
ど
、

ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
の
起
草
し
た
旧
民
法
典
は
そ
の
財
産
篇
二
ハ
条
に
お
い
て
集
合
物
概
念
を
認
め
て
い
た
。
ま
た
、
集
合
物
の
用
益
権

集合財産担保に関する基礎的考察(ー)

に
つ
い
て
も
個
別
の
規
定
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
民
法
典
の
起
草
に
あ
た
っ
て
、
第
一
草
案
で
の
有
体
物
概
念
を
採
用
し
、

そ
の
結
果
、
集
合
物
概
念
を
否
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
集
合
物
概
念
は
単
に
目
的
物
の
範
囲
を
示
す
指
標
に
す
ぎ
ず
、
全
体
を
一
個
の
物

と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
由
は
、
∞
の
∞
の
制
定
過
程
に
お
い
て
一
不
さ
れ
た
理
由
に
等
し
い
。
つ
ま
り
、

わ
が
国
は
、
物
概
念
と
物
権
概
念
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
切
の
回
第
一
草
案
と
い
う
成
果
の
形
で
持
ち
込
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
現
行
民
法
典
の
制
定
過
程
に
お
い
て
ド
イ
ツ
法
に
な
ら
い
集
合
物
概
念
を
否
定
し
た
が
、

そ
の
後
、
集
合
動

産
譲
渡
担
保
の
客
体
に
つ
い
て
個
々
の
動
産
で
は
な
く
、
複
数
の
動
産
を
集
合
物
と
し
て
把
握
す
る
見
解
が
有
力
に
な
り
、
現
在
で
は
通
説

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
見
解
自
体
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
の

-qrの
集
合
物
論
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

わ
が
国
の
現
在
の
集
合
物
概
念
に
対
す
る
態
度
は
、
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ド
イ
ツ
法
の

有
体
物
概
念
を
採
り
、

一
度
は
集
合
物
概
念
を
否
定
し
な
が
ら
、
同
様
に
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
集
合
物
概
念
を
認
め
よ
う
と
し
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説

(
4
)
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
と
い
う
限
定
的
な
範
囲
と
は
い
え
、

の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、

な
ぜ
集
合
物
概
念
を
認
め
よ
う
と
す
る

次
章
以
下
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
集
合
財
産
担
保
諸
制
度
を
考
察
の
対
象
と
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
も

自命

含
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

主(
1
)
O門
ぢ

〈

O
ロ
巴
巾
「
}
お
・
ロ
巾
『

H
W
口
片
耳
巴
ユ

2
ロ
閉
山

σ
C『
岡
市
「

-
R
F巾
ロ
の
巾
印
巾
円

Nσ
己
円
『
∞
ロ
ロ
品
品
同
印
ロ

2
円
凹
円
『
巾
河
市
内
『

?
M
m
w∞

m
y
ω
-
N∞
九
日
間
同

(
2
)
前
節
注
(
判
)
お
よ
び
(
刊
日
)
参
照
。

(
3
)
前
節
注
(
却
)
参
照
。

(4)
永
田
誠
「
日
本
側
か
ら
の
ド
イ
ツ
法
理
解
」
河
上
倫
逸
H
M
.

ハ
l
ダ

i
編
『
ド
イ
ツ
法
律
学
の
歴
史
的
現
在
』
六
七
頁

昭
六
三
)
は
、
我
妻
博
士
が
ド
イ
ツ
人
の
法
に
対
す
る
態
度
を
誤
っ
て
理
解
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

(
ミ
、
不
ル
パ
4

墨田一房、
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